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第１部  事業実績の概要 

 

本学は「すべての授業を英語で実施」「１年間の海外留学の義務付

け」「留学生と暮らす寮生活」など、極めて先進的な教育システムを

他大学に先駆けて採用し、平成 16 年４月の開学から英語をはじめとす

る外国語の卓越したコミュニケーション能力と豊かな教養、グローバ

ルな視野を伴った専門知識を身に付けた実践力のある人材の育成に取

り組んできた。 

現在、全国的に 18 歳以下の人口減少が進むなか、本学と類似する特

長を有する大学が増加しており、大学間競争はますます厳しさを増し

ている。こうした状況の下、本学がこれまで取り組んできた国際教養

教育を更に進めるため、新たに「応用国際教養教育」という教育手法

を打ち立てるとともに、その理念に沿った新カリキュラムを導入（令

和３年度施行予定）することで、教育内容の充実を図っている。ま

た、住居環境の充実に向けて、新学生宿舎の整備に着手しているほか

（令和３年度竣工予定）、国内大学の初の試みとして「国際共同認証

評価」を受審し認定されることで、取組の客観的な検証に努めるな

ど、他大学との差別化を図っているところである。 

このように、本学の教学理念である国際教養のもと、中期計画及び

年度計画に基づき着実に事業を実施しており、令和元年度の活動実績

は次のとおりである。 

 

 

 

１ 教育研究について 

(1) 教育の充実 

課程長などで構成する「新カリキュラムタスクフォース」を立ち上

げ、平成 29 年度に実施した海外大学への調査結果を踏まえながら、新

カリキュラムで展開する新たな領域の構想・教育方法など具体的な検

討を進め、学科再編に係る文部科学省への届出を行った。 

また、理系や情報科学系の新規科目の開講に加え、秋田県立大学と

共同開発した「農村の持続可能性」を開講し、ＰＢＬ（課題解決型学

習）や文系・理系にまたがる学術的アプローチを取り入れながら、持

続可能な秋田県の農林水産業や環境のあり方に関する学びの機会を提

供するなど、理系の汎用的な学術基礎教育や情報教育の充実に努め

た。 

留学生に対する教育の充実としては、引き続き日本語運用能力に合

わせた科目を提供するためにプレースメントテストを実施したほか、

日本研究科目及び東アジア関係科目を拡充した。加えて、新たにタマ

サート大学（タイ）との新規ＰＢＬ科目を１科目開講し、日本や秋田

への理解を深める機会を提供した。さらに、これまでの学内掲示板等

における情報提供に加え、新たに制作した YouTube動画や学内での地域

交流活動フェアを通じて留学生に対し地域との交流に関する情報を提

供することで、留学生と地域との交流を促進した。 

専門職大学院教育の充実としては、全領域で前年度から引き続き実

習を重視した実践的な教育を実施した。特に、発信力実践領域につい

ては、必修科目や実習の在り方について大学院運営委員会及びＦＤで

議論し、「通訳技法Ⅰ」を共通科目へ変更し、全学的に身に付ける実
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践的技法の一つとして位置付けたほか、継続的な実習指導を提供する

ために指導教員の登録や実習申請の手続き方法を整備するなど、カリ

キュラムや体制の見直しを行った。 

 

(2) 多様な学生の確保 

 全国６都市で行った大学説明会には 826名が参加し、令和２年度４月

入学者を対象とした一般選抜試験の出願倍率は 12.6 倍となった。加え

て、県内外の高校生を対象とした、課題解決型学修体験「グローバ

ル・ワークショップ」は定員 16 名に対し 128 名からの応募があり、過

去最多の応募者数となった。 

また、新カリキュラムの概要を告知するリーフレットを作成したほ

か、同内容を本学ウェブサイトに掲出し、周知を図った。さらに、新

たに２つのＳＮＳでの広告掲出を行い、大学の特徴や新カリキュラ

ム、受験生向けの情報等の発信を強化した。 

 県内の学生を対象とした募集活動においては、前年度から引き続き

４月に県内すべての高校を、10 月に本学への出願実績のある高校を重

点的に訪問して、本学の情報を継続的に提供し、志願者数の増加を図

った。加えて、県内の高校生を対象としたグローバル・セミナー入試

の定員をこれまでより５名増員して 15 名にした結果、52 名が出願し、

過去最多の 22名が合格した。 

 専門職大学院生の確保の取組としては、引き続きパンフレットとＰ

Ｒポスターを作成し、本学研究科と関連した学部・学問領域を持つ大

学へ配布したほか、専門分野に関する雑誌２誌に計６回、大学院紹介

サイト１機関に計３回広告を掲載し、情報の発信を強化した。 

留学生の確保及び本学学生の留学先拡大の取組としては、新たに８

大学（北米５校、アジア２校、ヨーロッパ１校）との学術交流協定の

締結を実現したことにより、令和元年度末時点で提携大学は 50カ国･地

域、200 大学（北米 65 校、ヨーロッパ 74 校、アジア 43 校、オセアニ

ア 12 校、アフリカ３校、南米３校）となり、中期計画の海外提携校目

標数を２年早く達成することができた。また、引き続き大学ウェブサ

イトや交換留学、パートナーズプログラム案内パンフレット等におい

て提携校や本学への留学を検討している海外学生向けに情報を発信し

たほか、国際会議や本学への訪問等の機会を活用して、提携校を問わ

ず海外のリベラルアーツ校との関係強化を図った。 

 

(3) 学生支援 

① 学修の支援 

   入学前教育として、特別選抜試験合格者に対して従前から行ってい

るスタートナウセミナー及びグローバル・セミナー入試で合格した県

内高校生に対する英語の学習法を中心としたプログラムを引き続き実

施し、入学前段階での学修支援を行った。 

加えて、言語異文化学修センター（ＬＤＩＣ）で提供している言語

学習プログラム（ロゼッタストーン）をオンラインで利用できるサブ

スクリプション型にしたことで、学生はスマートフォンでもアクセス

できるようになり、利用人数の拡大につながった。（延べ 143 名の学

生が利用） 
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② 学生生活の支援 

教職員、看護師、カウンセラーによる連携のもと、学生の心身面の

問題の早期発見に努め、きめ細かなケアを行った。加えて、新型コロ

ナウイルスの感染発生を防止するため、特設サイトにて即時的に情報

発信を行ったほか、アンケートフォームを作成し、体調を崩した学生

の早期発見するためのリーチアウト方法を確立した。さらに、これま

での対応を踏まえて感染症対策マニュアルの更新を行った。 

また、令和２年度から始まる国の高等教育修学支援新制度を踏ま

え、この制度の支援額と、本学授業料の差額を補うため、県外出身学

部学生を対象とした新奨学金制度(修学支援奨学金）を創設した。 

加えて、より多くの学生が支援を享受できるよう、既存の大学独自

奨学金制度における重複性を整理し、新たに「ＡＩＵ留学時成績優秀

者報奨奨学金」、「ＡＩＵアンバサダー奨励金」、「ＡＩＵ正規学生

長期支援奨学金」の３つの大学独自奨学金を導入した。 

 

③ キャリア支援 

キャリアデザイン科目（授業）の提供、インターンシップ（就業

体験）、留学前キャリアガイダンス、企業を招いての就職説明会開

催等のきめ細かな進路選択支援を継続実施したほか、最新の社会情

勢の変化を踏まえ、新興業界に関する説明会も積極的に開催した。

こうした取組により、令和元年度卒業生の就職希望者に占める就職

者の割合は前年度に引き続き 100％を維持した。 

 

 

(4) 研究の充実 

前年度から引き続き、科学研究費助成事業への申請に関する説明会

を実施し、教員の外部研究費獲得を支援した。また、研究会・シンポ

ジウムや海外大学からの教員招聘等を通じて学術交流の推進を図った

ほか、スーパーグローバル大学創成支援事業において、ＡＳＥＡＮ２

カ国の大学との協働ＰＢＬを４科目開講するとともに、提携校を含む

海外大学等から３カ国５名の教員を招聘し、短期集中科目を提供し

た。加えて、８名の教員を台湾の提携校に派遣し、本学の取組や日本

の政治、経済、文化、高等教育事情をテーマとしたセミナーを行っ

た。 

 

２ 地域貢献について 

(1) 学校教育への支援 

本学が連携協定を締結している市町村を中心に、留学生を含む本学

の学生を保育園・幼稚園や小・中学校及び高等学校へ派遣したほか、

各学校の生徒を受け入れることにより、計 227回にわたり交流を行い、

教育現場における英語教育の実践、異文化理解の促進に取り組んだ。 

また、英語で英語を学ぶプログラム「イングリッシュビレッジ」を

14 回実施したほか、民間事業者が主催する小学生が英語に親しむため

の英語キャンプに教員１名、学生 100 名（うち留学生 30 名）を派遣

し、イングリッシュビレッジのノウハウを活かして、小学生が英語に

親しむための体験学習プログラムの実施に協力した。 

さらに、県教育委員会及び県内自治体等の要請に基づき、英語担当

教員向け研修事業に本学の教員を派遣したほか、英語教員を対象とし
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た「ティーチャーズセミナー」や、米国大使館との共催による英語教

授法に係る研修会を引き続き実施し、英語担当教員の指導力向上を図

った。 

 

(2) 国際化の推進 

交流協定を締結している８協定締結市町村（八峰町、大仙市、男鹿

市、由利本荘市、美郷町、仙北市、大潟村、羽後町）と 104回交流事業

を実施した。 

アジア地域研究連携機構（ＩＡＳＲＣ）では、前年度から引き続

き、グローバルビジネス人材育成研修「Project GloAkitabal」を実施

し、海外展開のための知識やノウハウを学ぶ機会を提供したほか、こ

れからの秋田について共に考え行動する「ビジョン共創ワークショッ

プ」を新たに開催し、学生と県内企業経営者が協働で活動する場を提

供することができた。 

 

（3）地域社会への貢献 

引き続き図書館やＬＤＩＣを一般利用者に開放したほか、公開講座

や公開授業を 24回開催した。 

加えて、ＩＡＳＲＣにおいて、研究員の受入を通して社会人の人材

育成を支援したほか、地域の様々な観光資源等を活用した振興策の研

究・提言を行い、地域の活性化に貢献した。 

 

３ 業務運営について 

 組織運営においては、学内組織の各役割を明確にした上で、大学経営

会議を中心とした運営体制により事業を推進した。また、スーパーグロ

ーバル大学創成支援事業に係る外部評価や、国内の大学で初めて受審し

た国際共同認証評価の認証プロセスにおいて、業務や組織・運営の改善

について検討を進めた。 

 加えて、年度末に国内で新型コロナウイルス感染症が拡大した事態を

受け、直ちに緊急対策本部を立ち上げ、他大学に先駆けて卒業式及び次

年度入学式の延期や春学期授業のオンライン化を決定するとともに、学

内における感染予防対策を積極的に進めたほか、専用のウェブページを

通じて迅速かつ積極的な危機管理広報を行い、受験生、在学生、及びそ

の保護者等に対する情報提供に努めた。 

 

４ 決算について 

(1) 経営状況 

①経営成績 

 令和元年度の経営成績は、経常収益合計 21 億 6,057 万円、経常費用

合計 21 億 8,749 万円で、当期純損失は 2,692 万円であったが、目的積

立金から 1億 1,431万円を取崩し、当期総利益 8,739万円となった。 

 収入については、学生納付金収入や雑収入が見込みより下回ったも

のの、教育研究環境整備のための積立金繰入収入の増などにより、当

初予算に比べ 1億 2,955万円の増となっている。 

 支出については、業務改善や経費節減に努めたほか、教職員の流動

実績に伴い人件費が減となったものの、積立金を活用した施設設備の

改善等を積極的に行ったことなどにより、当初予算に比べ 3,571 万円

の増となっている 
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②財政状態 

 令和元年度の財政状態は、資産総額が 56 億 8,395 万円で、負債総額

が 13億 481万円、純資産総額が 43億 7,914万円となっている。 

 資産の内訳は、固定資産が 47 億 7,312万円、流動資産 9 億 1,084万 

円であり、負債の内訳は、県からの長期借入金などの固定負債が 6 億

4,110万円、未払金、預り金などの流動負債が 6億 6,371万円である。

純資産は、資本金が県から出資された建物 13 億 9,326 万円、秋田市か

ら出資された土地 5 億 384 万円となっており、資本剰余金が県からの

補助金により取得した土地 4 億 6,219 万円、建物等 49 億 3,983 万円な

どである。 

 

(2) 利益の処分 

 当期総利益 8,739 万円は、経費の削減等の経営努力の結果生じたも

のであるため、地方独立行政法人法第 40 条第３項に基づき、中期計画

で定める教育研究の質の向上、組織運営及び施設設備の改善を図るた

めの経費に充てることを目的とした積立金とする。 
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自己
評価

自己
評価

Ⅰ Ａ Ⅲ 業務運営の改善に関する目標を達成するための措置 Ａ

 １　教育の充実 Ａ  １　組織運営の効率化及び大学運営の改善 Ａ

（１）国際教養教育の充実 Ａ （１）組織運営 Ａ

（２）留学生に対する教育の充実 Ａ （２）大学運営の改善 Ａ

（３）専門職大学院教育の充実 Ａ （３）人事管理 Ａ

 ２　多様な学生の確保 Ｂ  ２　財務内容の改善 Ａ

（１）学生の確保 Ｂ （１）財政基盤の強化 Ａ

（２）留学生の確保 Ａ （２）経費の節減 Ａ

（３）大学院学生の確保 Ｂ  ３　自己点検評価等の実施及び情報公開 Ａ

 ３　学生支援 Ａ （１）自己点検評価等 Ａ

（１）学修の支援 Ａ （２）情報公開 Ａ

（２）学生生活の支援 Ａ  ４　その他業務運営に関する事項 Ａ

（３）キャリア支援 Ａ （１）安全等管理体制の充実 Ａ

 ４　研究の充実 Ａ （２）教育研究環境の整備 Ａ

（１）国際教養教育に資する研究の推進 Ａ （３）情報セキュリティ対策の強化 Ａ

（２）学術交流の推進 Ａ （４）コンプライアンスの徹底 Ａ

Ⅱ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 Ａ Ⅳ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 Ａ

 １　学校教育への支援 Ａ Ⅴ 短期借入金の限度額 -

（１）児童生徒の英語コミュニケーション能力養成等への支援 Ａ Ⅵ 重要な財産の譲渡等に関する計画 -

（２）英語担当教員の指導力向上への支援 Ａ Ⅶ 剰余金の使途 Ａ

 ２　国際化の推進 Ａ Ⅷ Ａ

（１）県民と留学生等との交流の推進 Ａ

（２）アジア地域等との交流拡大に向けた取組の推進 Ａ

 ３　地域社会への貢献 Ａ （参考）

（１）多様な学習機会の提供 Ａ

（２）社会人の能力開発 Ａ

（３）地域活性化への支援 Ａ

（４）国内外への情報発信 Ａ

　概ね年度計画を実施している。（80％以上100％未満） Ｂ

　年度計画を十分には達成できていない 。（80％未満） Ｃ

　業務の大幅な改善が必要である。 Ｄ

評価基準 評価

　特に優れた実績を上げている。　 Ｓ

　年度計画どおり実施している。（100％以上） Ａ

自　己　評　価　結　果　一　覧　（　国　際　教　養　大　学　）

評　　　　　　価　　　　　　項　　　　　　目 評　　　　　　価　　　　　　項　　　　　　目

教育研究に関する目標を達成するための措置

法第40条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画
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自己評価

自己評価

① ① これまでに実施した海外大学への視
察・調査の結果を踏まえ、教育研究会
議及びスーパーグローバル大学創成支
援事業推進会議において、新カリキュ
ラムの編成に向けた取組を一層進め
る。

○ 課程長などで構成する「新カリキュラ
ムタスクフォース」を立ち上げ、平成
29年度に実施した海外大学への調査結
果を踏まえながら、教育研究会議の下
の運営組織である「カリキュラム改革
小委員会」において取りまとめた「新
カリキュラム骨子」の詳細な教育内容
について議論し、教育研究会議におい
て審議した。
また、スーパーグローバル大学創成支
援事業推進会議において、日本研究科
目のあり方の協議や、海外提携校への
教員派遣によって得られた知見の共有
を行い、新カリキュラム編成や新たな
教育方法の検討の一助とした。

② ② カリキュラム改革小委員会が中心とな
り、新カリキュラム具体案の取りまと
めを進め、教育研究会議、大学経営会
議における議論を踏まえつつ、体系的
なカリキュラム編成を具現化する。

○ 「カリキュラム改革小委員会」におい
て、６回（平成28年度から累積33回）
にわたり、カリキュラム改革の科目構
成や卒業要件等の具体的構想について
議論し、教育研究会議において、科目
編成及び新規開講科目案を審議した。
また、９月からは「新カリキュラムタ
スクフォース」を立ち上げ、具体的な
教育方法や運用方法について議論し、
教育研究会議において審議した。加え
て、大学経営会議及び４月と７月の２
回にわたるファカルティ・ディベロッ
プメント（ＦＤ）において構想の共有
を図り、全学的に議論し検討を行っ
た。

Ⅰ　教育研究に関する目標を達成するための措置 Ａ

１　教育の充実 Ａ

（１）国際教養教育の充実 Ａ

公立大学法人国際教養大学の業務の実績等（項目別）

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

新たに海外の大学・機関の協力
を得て、教育課程、教育方法な
どについて検証・見直しを実施
する。

本学の理念・教育目標を念頭
に、基盤教育と専門教養教育と
の有機的接続に留意しながら、
カリキュラム全体の順次性を強
化し、より体系的な教育課程を
編成・実施する。

7



自己評価

③ ③ 授業やカリキュラムの改善に役立てる
ため、ＴＯＥＦＬ®ＴＥＳＴやＣＬＡ
＋といった能力試験や教学調査を実施
し、学修到達度の検証を行う。

○ 学修達成度の検証を目的として、ＴＯ
ＥＦＬ®－ＩＴＰを７回（受験者延べ
754名）、ＴＯＥＦＬ®－ｉＢＴを２回
（同46名）、ＴＯＥＩＣを３回（同
127名）、ＩＥＬＴＳ™を３回（同69
名）実施したほか、ＣＬＡ＋を４月と
10月にそれぞれ新入生と卒業前の学生
を対象として実施し、計261名が参加
した。また、８月及び３月に卒業する
学生を対象に本学の教育プログラムに
対する卒業時調査を実施した。

④ ④ 留学時修得単位に係る柔軟な認定制度
の新カリキュラムへの引き継ぎを含
め、カリキュラム小委員会が中心とな
り、体系的な科目構成を検討し、具現
化する。

○ 「カリキュラム改革小委員会」が中心
となり、海外のリベラルアーツ大学を
参考に、専門分野のより体系的な修得
を目指せる科目構成を検討し、留学時
修得単位の柔軟な認定制度を新カリ
キュラムに引き継ぐための新たな単位
認定ルールを教育研究会議にて決定し
た。

⑤ ⑤ 理系の汎用的な学術基礎教育を充実す
るため、カリキュラム改革小委員会が
中心となり、自然科学分野等の科目の
強化を検討する。

○ 理系分野の拡充として新規科目「学習
と科学技術」及び海外からの招聘講師
による「技術を活用した創造的学習」
を開講した。
また、県内他大学との協力の観点で
は、秋田県立大学と共同開発した「農
村の持続可能性」を開講し、ＰＢＬ
（課題解決型学習）、文系・理系にま
たがる学術的アプローチを取り入れな
がら、持続可能な秋田県の農林水産業
や環境のあり方に関する学びの機会を
提供した。

授業やカリキュラムの改善に役
立てるため、学生の教育指導の
過程において、授業における成
績評価のほかにルーブリック、
能力試験など、多面的な観点か
ら学修到達度の検証を行う。

世界標準のカリキュラムを目指
し、留学時修得単位の柔軟な認
定制度を保持しながら、科目の
体系化によって専門分野の深い
知見を修得させるよう、科目構
成を見直す。

国際教養教育として、バランス
の取れたカリキュラムとするた
め、独自に教員を確保するほ
か、県内他大学と協力すること
により、理系の汎用的な学術基
礎教育を充実する。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

⑥ ⑥ 「マーケティングと数量分析」、「通
貨、銀行と国際金融」など、国際通用
性のあるマーケティングやファイナン
ス等の実践的なビジネス系科目を提供
する。

○ 「マーケティングと数量分析」「通
貨・銀行と国際金融」「ソーシャルメ
ディアとマーケティング」を継続して
開講するとともに、「グローバル・
マーケティング」の開講を再開した。
また、招聘講師による特別講義として
「市場におけるリスクとリターン」を
開講した。

⑦ ⑦ 情報関連科目をより充実するほか、オ
ンライン教材を用いた反転授業や、海
外大学とのオンライン協働授業を実施
するなど、ＩＣＴを活用した取組を進
める。

○ ＭＯＯＣｓの他にもYouTubeやTedTalk
も取り入れた反転授業を開講したほ
か、新規科目として「デジタル時代の
重要課題」を開講し、ＩＣＴを活用し
た教育の充実を図った。

⑧ ⑧ より魅力的な日本研究科目を提供すべ
く、科目内容の見直しについて検討す
る。

○ 日本語研究科目としては、２単位だっ
た「茶道」「華道」をそれぞれ３単位
の「日本伝統文化 I　茶道」「日本伝
統文化 II　華道、 歌舞伎、能と日本
舞踊」に再編し、伝統文化の歴史的背
景等をより具体的に学修する機会を提
供できた。また、「日本の文学」の開
講を再開したほか、新規科目として
「日本先史考古学演習」を開講した。
東アジア関係科目としては、非常勤講
師によるロシア情勢に関する科目及び
海外招聘講師による特別講義２科目を
開講し、両分野の関係科目の拡充を
図った。

⑨ ⑨ 新たな領域等の設置、情報系や自然科
学系の科目の充実について、より具体
的な検討を進めるほか、学科再編に係
る文部科学省への届出に向けた諸準備
を行う。

○ 「カリキュラム改革小委員会」におい
て、人、文化とコミュニケーションを
取り扱う人文科学と、ＡＩ、ＩｏＴ等
の最先端技術の両分野間の接続性を学
び人間社会への影響を考える「グロー
バル・コネクティビティ領域」の構
想、及びサステナビリティ系、情報系
や自然科学系の新規科目案について、
具体的に決定した。また、学科再編に
係る文部科学省への届出を行った。

次世代のグローバル経営を学ぶ
カリキュラムをひとつの特徴と
するため、国際マーケティング
や国際ファイナンス関連科目を
充実する。

情報社会に生きるために必要な
深い洞察力・知見を身に付けた
人材を養成するため、情報関連
科目をより充実するとともに、
オンライン教材を用いた反転授
業など、ＩＣＴを活用した授業
の取組を進める。

日本や秋田の課題について学修
させるため、日本研究科目及び
東アジア関係科目を充実する。

複数の学問分野にまたがる学際
的な科目の履修に柔軟性を持た
せるとともに、デジタル社会に
対応できる人材を育成するた
め、学科再編に向けた取組を進
める。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

① ① 留学生にプレースメントテスト（クラ
ス分けテスト）を受験させ、そのレベ
ルに応じた日本語科目を提供する。

○ 入学時の日本語運用能力のプレースメ
ントテストの結果に応じて、留学生を
初級から上級までの11レベルに分け、
レベルに対応した４技能の科目を提供
した。

② ② 日本研究科目及び東アジア関係科目を
提供するとともに、海外大学との連携
による課題解決型学習（ＰＢＬ）科目
におけるフィールドワークなどを通じ
て、留学生が日本や秋田への理解をよ
り深める機会を提供する。

○ 日本研究科目及び東アジア研究科目を
53科目開講した。
冬期プログラムでは、前年度に引き続
き、ＡＳＥＡＮ地域の海外大学のカセ
サート大学（タイ）、マレーシア工科
大学及びマレーシア国立サバ大学（マ
レーシア）との連携によるＰＢＬ科目
を３科目に加え、新たにタマサート大
学（タイ）との新規ＰＢＬ科目を１科
目開講した。本科目群における、
フィールドワークなどを通じ、留学生
及び本学の学生が共に課題の発見と解
決への議論を行い、日本や秋田への理
解を深める機会を提供した。

③ ③ 地域の伝統文化・行事をはじめ、留学
生が関心を示すようなイベント等の情
報提供を、学内の掲示板や学生向け一
斉メール等のツールを活用してタイム
リーに行うことにより、留学生の参加
機会を広げられるよう努める。なお、
交流活動の周知のため、新たに広報動
画を制作するほか、学生向け交流活動
フェアを開催する。

○ 秋田市で行われる田植えや稲刈り行事
のほか、大館市や仙北市での農家民泊
等の各地域で行われる行事に関する情
報を、学内掲示板等を活用し留学生へ
周知した。
また、男鹿市の柴灯まつりや横手市の
かまくら雪まつりをはじめとした観光
イベントに来場する外国人観光客への
案内ボランティアを募集したところ、
留学生延べ17名を含む26名の学生が参
加した。
さらに、交流活動について紹介する広
報動画を制作し、YouTubeで公開した
ほか、学内で地域交流活動フェアを開
催し、活動の魅力を発信した結果、新
たに交流活動に参加を希望する交流学
生の獲得につながった。

（２）留学生に対する教育の充実 Ａ

授業を通して効果的に日本語能
力の向上を図るため、留学生の
日本語能力レベルに応じた科目
を提供する。

日本や秋田への理解を深化させ
るため、日本研究科目及び東ア
ジア関係科目やプロジェクト
ワークを提供する。

秋田県内及び東北各地域との交
流により、日本の文化や伝統に
ついてより深く学んでもらうた
め、各地域で行われる様々な交
流会、奉仕活動、行事等への参
加を促進する。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

④ ④ 日本研究科目を提供するほか、海外提
携校との連携のもと、日本研究科目な
どについてのパートナーズプログラム
を引き続き開講するとともに、プログ
ラムの発展的向上の可能性に係る協議
の実施について検討を行う。なお、
パートナーズプログラムについては、
世界のトップレベル校の学生の参加を
募り、プログラムの質の向上を図る。

○ 日本研究科目のパートナーズプログラ
ムとして、「Once Upon a Time in
Japan： Traveling Seminar in
Japanese History（日本歴史探訪セミ
ナー）」及び「Japanese Language
and Cultural Immersion Program：
Advanced（上級日本語・秋田学冬期集
中プログラム）」を開講し、参加者の
日本への理解を深めた。
また、電子版パンフレットの配布や、
教員間のつながりを利用した学生への
周知、国際会議及び大学訪問を通じた
提携校への周知により、世界トップレ
ベル校（提携・非提携）学生のリク
ルート活動に取り組んだ。

【パートナーズプログラムの概要】
・Once Upon a Time in Japan:
　Traveling Seminar in Japanese
　History（日本歴史探訪セミナー）
　期間：５月27日～６月18日
　　　（23日間）
　参加人数：６名（ウィリアムアンド
　　　　　　メアリー大学、ニューメ
　　　　　　キシコ大学）

・Japanese Language and Cultural
　Immersion Program: Advanced（上
　級日本語・秋田学冬期集中プログ
　ラム）
　期間：１月６日～２月11日
　　　（37日間）
　参加人数：10名（オーストリア国立
　　　　　　大学）

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

日本研究科目群の拡大・強化、
パートナーズプログラムの実施
などにより、留学生向けプログ
ラムの充実を図る。
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自己評価

① ① 「英語教育実践法と実習」などの科目
を通じて、教育実習を重視した実践的
な教育及びリカレント教育を実施す
る。

○ 「授業の研究と観察」「児童英語教授
法」を継続して開講するとともに、
「英語教育実践法と実習」を毎学期開
講し、年間15名が中等・高等教育機関
において教育実習を行った。また、リ
カレント教育については、土曜日に
「言語教育実践研究概論」を提供する
など、授業開講日の調整を行った。

② ② 新たに開講する「外国語としての日本
語教育と教授法」の科目をはじめとし
た専門知識を身に付ける科目の提供の
ほか、国内外での教育実習を実施する
など、実践的な教育を実施する。
また、「日本語教育実践研究（海外教
育実習）と修了論文」の科目を実施す
るため、引き続き国際交流基金の助成
金に申請する。

○

（３）専門職大学院教育の充実

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

英語教育実践領域
「英語が使える日本人」を育成
できる英語教員を養成するた
め、「日本における英語教授
法」、「外国語としての英語教
授法と学習教材」などの科目を
通じて、教育実習を重視した実
践的な教育及びリカレント教育
を実施する。

日本語教育実践領域
高度な専門知識と実践力を有
し、国内外の日本語教育機関等
において即戦力となる日本語教
員を養成するため、「日本語の
教材・教具」などの科目や教育
実習を重視した実践的な教育を
実施する。

Ａ

「外国語としての日本語教授法」をは
じめとした実践的な科目を提供すると
ともに、必修の教育実習を国内外で実
施し、延べ12名の学生が日本への留学
生向けの実習や、台湾の大学での日本
語学習者向けの実習を行った。
また、本海外教育実習は、教育実習プ
ログラムの運営体制も含め実践的な教
育を実施していると認められて、今年
度国際交流基金の大学連携日本語パー
トナーズ派遣プログラムに採択され、
助成金の交付を受けることとなった。

12



自己評価

③ ③ メディア及びコミュニケーションに関
する知識を身に付けさせるとともに、
インタビュー、交渉、ディベート、通
訳などの技法を修得させるなど、実践
的な教育を実施する。
また、専門職大学院認証評価の受審に
伴い、引き続き必修科目や実習の在り
方に関する検討を行い、新たなカリ
キュラムへの反映について可能性を探
る。

○

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

発信力実践領域
英語による国際報道や国際広報
における発信力を養成するた
め、メディア及びコミュニケー
ションに関する知識を身に付け
させるとともに、インタ
ビュー、交渉、ディベート、通
訳などの技法を修得させるな
ど、実践的な教育を実施する。

メディアやコミュニケーションに関す
る実践的な技法を習得させるための教
育として、「通訳技法Ⅰ・Ⅱ」「取材
とインタビュー技法」「ディベート技
法」「コミュニケーションと組織行動
論」「国際ニュースライティング」な
どを継続して開講するとともに、新規
科目として「デジタル時代の広告とプ
ロモーション」及び「グローバル環境
におけるパブリックリレーションズ」
を開講した。
また、専門職大学院認証評価において
課題と指摘された、本領域で養成する
職能分野、必修科目や実習のあり方に
ついて大学院運営委員会及びＦＤにお
いて議論し、「通訳技法Ⅰ」について
は次年度春学期より共通科目へ変更
し、全学的に身に付ける実践的技法の
一つとして位置付けることとした。ま
た、「通訳技法Ⅱ」はスキル向上を図
れるよう引き続き専門領域科目として
開講することとした。
そのほか、実習の指導体制の強化とし
ては、「修了課題計画」と「発信力実
践研究」の科目の連携を図り、両科目
の履修の間に行う実習先の設定など継
続した指導体制を明確にできるよう指
導教員の登録や実習申請の手続き方法
を整備した。

13



自己評価

自己評価

① 戦略的広報の展開 ① 戦略的広報の展開
ア　入学後のミスマッチを防

ぎ、自立した意志と知的好奇
心にあふれる受験生・入学生
を確保するため、オープン
キャンパス・大学説明会等を
通じて本学の特長、カリキュ
ラム、求める学生像を明確に
発信する。

アa)　オープンキャンパスを２回、
　　高校教員向けキャンパス見学会
　　を２回実施するほか、全国６都
　　市において大学説明会を実施
　　し、カリキュラムを始めとする
　　本学の特長や求める学生像等を
　　明確に発信する。また、大学
　　ウェブサイト、パンフレット等
　　の内容の更新・充実や各種広告
　　の掲出を行うほか、テレビ、新
　　聞、雑誌などの各種メディアを
　　通じたパブリシティ活動に積極
　　的に取り組むとともに、より体
　　系的な教育課程の編成・実施に
　　あたり、必要に応じ各種媒体を
　　有効活用した広報活動の展開を
　　検討する。

○

（１）学生の確保 Ｂ

全国での大学説明会の開催、業者主催の
ガイダンス、高校等での説明会への参加
のほか、県内教員のみならず、県外の教
員向けのキャンパス見学会を実施した。

【オープンキャンパス】
７月及び９月の計２回、オープンキャン
パスを開催し、計2,398名が参加した。

【教員向けキャンパス見学会】
２回の教員向けキャンパス見学会を開催
し、計35名が参加した。

【大学説明会】
全国６都市における説明会を開催し、計
826名が参加した。

【大学ウェブサイト】
大学の概要や入試情報など、本学に関す
る情報を正確かつ適時に発信した。大学
ウェブサイトにおいて最新の取組や活動
内容を紹介する「ＡＩＵトピックス」及
び「新着情報」に計132件の記事（学生
活動24件、イベント情報17件、その他91
件）を掲載したほか、入試関連情報とし
て54件の記事を掲載した。また、受験生
やその保護者、新入生などを対象に実施
したアンケート結果を踏まえて、特に受
験生向けのコンテンツを特設ページ「受
験生応援サイト」としてまとめるなど、
閲覧者の利便性の向上にも努めた。
加えて、新カリキュラムに関する広報と
して、同内容を大学ウェブサイト及び受
験生向けに開設した「受験生応援サイ
ト」に公開するとともに、ＳＮＳを利用
して拡散させた。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

Ⅰ  教育研究に関する目標を達成するための措置

２  多様な学生の確保 Ｂ
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自己評価

　b)　本学に関心を持つ県内外の高
　　校生を対象に、本学の課題解決
　　型学修を体験させる「グローバ
　　ル・ワークショップ」を継続実
　　施することで、本学の魅力を伝
　　えるとともに、優秀な学生の確
　　保を図る。

○ 128名（前年度98名）の応募者から選
ばれた16名を対象に、６月にグローバ
ル・ワークショップを開催し、優秀な
学生の確保に努めた。

【印刷物による広報】
大学案内パンフレットを40,000部作成
し、高校生等からの資料請求や、本学の
視察・見学者等に対応した。また、新カ
リキュラムに関する広報については、そ
の概要を告知するリーフレットを9,000
部作成して、オープンキャンパスで配布
し周知を図った。

【紙媒体や公共スペース等での広告掲
出】
県内高校生やその保護者等をターゲット
に、県内新聞等に広告を掲出した。ま
た、前年度に引き続き、航空会社の機内
誌や秋田空港での広告掲出を通じて本学
のブランドイメージや認知度向上を図っ
たほか、秋田駅東西連絡自由通路での広
告スペースを活用して、受験者層をター
ゲットとしたメッセージ性のある広告や
オープンキャンパスの案内等を掲出し、
新カリキュラムの告知を行うことで、県
内での認知度向上と潜在的な志願者の増
加を図った。

【メディア取材の活用】
報道機関への投込等を通じて大学の最新
の取組等を積極的にメディア向けに発信
し、テレビ（県域及び全国放送：20
件）、雑誌（16件）、新聞（37件）、イ
ンターネットメディア（５件）で掲載又
は放映されるなど、メディアを活用した
取組も積極的に進めた。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

イ　高校生・保護者・その他関
係者に対し、アピール効果の
高い情報を迅速に発信するた
め、大学のホームページに加
え、新たにFacebook等のＳＮ
Ｓ（ソーシャル・ネットワー
キング・サービス）を積極的
に活用する。

イ　フェイスブック（Facebook）や
　ユーチューブ（YouTube：動画共
　有サイト）と大学ウェブサイトを
　連動させるなどして、複合的・相
　乗的に情報発信する。 また、新
　たに大学ＰＲ動画を制作し、ユー
　チューブにおいて公開するほか、
　ＳＮＳ等を通じて、県内高校生の
　確保を意識したターゲティング広
　告を展開する。

○

ウ　高校生に本学の魅力を伝え
るため、本学の卒業者や在学
生が参加する大学説明会等を
実施するとともに、民間団体
が実施する高校生・受験者向
け各種サービスを活用する。

ウ　全国６都市における本学の卒業
　生や在学生が参加する大学説明
　会、在学生による出身校での説明
　会等を継続実施する。また、民間
　団体が企画するキャンパス体験プ
　ログラム、進路相談会等の各種イ
　ベントを活用し、高校生・受験生
　に本学の魅力を伝える。

○ 全国６都市における説明会を開催し、
計826名が参加した（前年度765名）。
また、民間団体が主催する広報イベン
ト23件に参加し、計1,057名の高校
生、保護者に対して情報を提供した。
さらに、民間団体が行うキャンパス体
験型プログラム１件（参加者14名）、
高校での説明会・模擬授業・出前講座
41件（参加者1,758名）、本学学生に
よる母校での説明会12件（参加者417
名）を実施した。

アピール性の高い情報を迅速に発信する
ため、大学ウェブサイトと連動して随
時、記事掲載を行ったほか、Facebook上
に広告を掲出し、高校生及びその保護者
向けのターゲティング広告を展開したと
ころ、本学公式Facebookページに対する
新規「いいね！」数は439件（前年度末
比10．4％増）となった。
また、国内学生向けに広報動画２本を制
作して、本学公式YouTubeチャンネルに
て公開し、既存のチャンネル登録者に通
知したほか、大学ウェブサイトや
Facebookページでも新規公開を周知した
ことにより、新たに522ユーザーのチャ
ンネル登録者を獲得した。（前年度末比
45．8％増）
加えて、前年度に引き続きFacebookを通
じた広告掲出を行ったほか、新たに
Instagramや受験生を中心に利用されて
いる学習記録・管理のためのＳＮＳ
（Studyplus）での広告掲出を行い、大
学の特長や新カリキュラム、及び受験生
向け情報の発信を強化した。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

② ② 入試改革
ア　他の国公立大学から独立し

た日程による一般選抜試験や
多様な特別選抜試験を継続実
施する。さらに高い学修意欲
と問題意識を持つ学生を多様
な層から確保するため、国の
入試制度改革に合わせて、よ
り多面的な評価を目指した入
試改革を行う。

ア　国の入試制度改革に先行して実
　施する新たな入試制度についてパ
　ンフレットやウェブサイト等で広
　く周知するとともに、オープン
　キャンパスや大学説明会の参加者
　には制度変更点等について分かり
　やすい説明を行う。

○ 令和２年からの大学入試センター試験
の廃止及び共通テストの実施に伴う英
語民間試験の活用や記述式の成績利用
等の入試制度の変更に関し、迅速に決
定した後、大学ホームページで公表し
た。
また、同内容をオープンキャンパスや
大学説明会で積極的に周知した。

イ　出願手続を簡素化し、利便
性を向上させることにより、
受験者増につなげるため、新
たにＷｅｂ出願等を導入す
る。

イ　Ｗｅｂ出願を継続実施する。 ○ 一般選抜において引き続きＷｅｂ出願
を実施した。

③ ③ 県内出身入学者の拡大
ア　県内高校生を対象としたグ

ローバル・セミナー入試を継
続実施する。加えて意欲ある
県内高校生の入学を促進する
ため、入試制度改革時に新た
に秋田県地域枠を設ける。

ア　グローバル・セミナー入試を継
　続実施する。また、県内高校生の
　入学者の増加を目的に、模擬授業
　や説明会の実施内容等について入
　学試験委員会において検討する。

○ ４月にグローバル・セミナーを実施
し、148名（２年生75名、３年生73
名）、８月の同セミナーには94名（２
年生37名、３年生57名）の参加者を得
た。また、入学試験委員会において、
模擬授業の実施、説明会の開催などの
県内からの入学者を増加させるための
施策や秋田県の高校生を対象としたグ
ローバル・セミナー入試の定員の拡大
の成果、アドミッション・オフィサー
の活動結果について検討・共有した。
さらに、グローバル・セミナー入試の
定員をこれまでより５名増員して15名
にした結果、これまで最多の22名が合
格（出願者52名）し、内１名はアド
ミッション・オフィサーによる学生募
集活動の対象学生であった。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

入試改革

県内出身入学者の拡大
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自己評価

イ　高校生の１年次から本学に
触れる機会を作り、本学への
理解を深めることにより、受
験者の増につなげるため、各
種セミナー・出張授業・大学
見学等を実施する。

イ　高校での出張授業等の実施のほ
　か、スーパーグローバルハイス
　クール（ＳＧＨ）が行う特別プロ
　グラムへの支援や、「大学コン
　ソーシアムあきた」での高大連携
　授業の提供を通じて、高校１年生
　に対しても本学の特色・魅力を積
　極的に発信し、県内高校生の受験
　者及び入学者の増加を図る。

○ 高校において説明会・模擬授業・出前
講座８件（参加者292名）、業者主催
の説明会10件（参加者135名）、本学
学生による母校での説明会４件（参加
者155名）を行った。
また、本学で実施した留学生との交流
や大学見学に、県内４高校から１年生
113名が参加したほか、「大学コン
ソーシアムあきた」が主催した高大連
携授業に、本学教員10名を派遣して
「国際教養学への招待」（前期５回、
後期５回）を開講したところ、42名の
高校１年生が出席したほか、高校２年
生34名、高校３年生17名が出席した。

ウ　本学での学修内容を体験さ
せ、優れた高校生に本学を受
験してもらうため、グローバ
ル・セミナーの参加対象者の
拡大、出張授業、スーパーグ
ローバルハイスクールが行う
特別プログラムへの支援等、
高大接続の取組を行う。

ウ　新たな入試制度の周知に合わせ
　グローバル・セミナーや出張授業
　等についても広くＰＲするほか、
　ＳＧＨが行う特別プログラムへの
　支援や、「大学コンソーシアムあ
　きた」による高大連携授業の提供
　などを通じて、県内高校生が本学
　の学修内容を体験できる機会を提
　供する。

○ ４月にグローバル・セミナーを実施し
たところ、148名（２年生75名、３年
生73名）、８月の同セミナーには94名
（２年生37名、３年生57名）の参加者
を得た。
また、「大学コンソーシアムあきた」
が主催した高大連携授業に、本学教員
10名を派遣して「国際教養学への招
待」（前期５回、後期５回）を開講し
た。
加えて、スーパーグローバルハイス
クール(ＳＧＨ)に採択された秋田南高
校への支援として、６月に本学教員に
よる専門講義の実施と調査研究への協
力、11月に英語研修プログラム(イン
グリッシュビレッジ)へ36名の受入れ
等を行った。
さらに、御所野学院高校との連携協定
に基づき、本学の教員と学生が同校の
英語授業に継続的に参加し、文法や日
常会話、ディスカッション等の指導を
計11回実施したほか、７月に９名の同
校生徒をイングリッシュビレッジに受
け入れるなど、本学の学修内容を体験
できる機会を提供した。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

エ　高校教員の本学の教育環境
に関する理解を深め、進路指
導に役立ててもらうため、県
内高校訪問を継続的に行うと
ともに、新たに教員向けキャ
ンパス見学会等のＰＲ活動を
行う。

エ　県内の全ての高校を訪問し、入
　試に関する情報提供や高校生の進
　路動向等の把握に努めるととも
　に、高校教員向けのキャンパス見
　学会を開催するなどの広報活動を
　行う。特に、本学への入学実績が
　ある高校等については複数回訪問
　し、教員や高校生に本学の魅力を
　伝える。

○ ４月に県内すべての高校、10月に本学
への出願実績のある高校を再訪し、本
学のカリキュラム、入試制度・対策、
アドミッション・オフィサー制度等に
ついて説明を行った。また、本学にお
いて県内高校教員向け説明会を開催し
て、参加者17名に本学の魅力を伝え
た。

オ　推薦入試等の特別選抜試験
への志願者を増やすための新
たな学生募集活動を行う。

オ　進路説明会、グローバル・セミ
　ナー、高校訪問等の機会を利用
　し、県内の高校生や高校教員に対
　して推薦入試等の特別選抜試験の
　方針を説明するほか、新たな入試
　制度の周知、志願者の増加を図
　る。また、昨年度から配置してい
　るアドミッション・オフィサー
　が、高校との連携を推進し、学生
　募集活動を展開する。

○ ４月と10月の高校訪問のほか、11月の
校長会にてアドミッション・オフィ
サー制度や本学の教員派遣等について
説明した。また、アドミッション・オ
フィサーが紹介のあった１名の生徒の
学校を訪問し、本人、担任教員、進路
指導主事と複数回面談を積み重ねた結
果、その生徒は本学を受験し、合格に
至った。

カ　県内出身入学者に対する奨
学金等の経済的支援を強化す
る。

カ　県内出身者を対象にした入学金
　の優遇措置及び「わか杉奨学金」
　を継続して実施する。

○ 県内出身者を対象とした入学金の優遇
措置を継続して行ったほか、同じく県
内出身学生が対象となる「わか杉奨学
金」を春学期86名、秋学期65名の県内
出身学生に対し、計11,574,450円支出
し、支援を行った。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

④ ④ 社会人等学生の受け入れ

ア　企業からの派遣学生を受け入れ
　るとともに、本学施設利用者や講
　演会参加者などに対して大学案内
　パンフレット等を積極的に配布す
　ることにより、科目等履修生及び
　聴講生制度を積極的に周知する。

○ 本学のウェブサイトや大学案内パンフ
レット、説明会を通じて本学の入試制
度、科目等履修生及び聴講生制度につ
いて周知し、広報を行った結果、社会
人入試を３名が受験し、１名が合格・
入学した。また、聴講生には延べ５名
を受け入れた。

イ　ウェブサイト等を活用し、科目
　等履修生及び聴講生制度を積極的
　に周知する。

○ 前年度に引き続き、ウェブサイト等を
通じて科目等履修生及び聴講生制度を
周知、広報した結果、延べ５名の聴講
生を受け入れた。

☆ 数値目標
・一般選抜試験倍率：５倍以上
・県内出身入学者数：学部入学定員の
２割以上

☆ 実績
・一般選抜試験倍率：12.6倍
・県内出身入学者数：24名（令和２年
４月入学）。定員の1.4割。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

☆ 数値目標
・一般選抜試験倍率：５倍以上
・県内出身入学者数：学部入学
定員の２割以上

社会人等学生の受け入れ
本学施設利用者や講演会参加者
等に対して科目等履修生や聴講
生制度を積極的に周知する。
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自己評価

① ① 本学の国際的認知度の向上
ア　英語版のホームページや広

報関係の充実を図る。
ア　本学への交換留学、正規生入学
　及び短期留学プログラムへの参加
　を目指す海外の学生を主な対象と
　捉え、本学の特長や魅力を分かり
　やすく伝えられるよう英語版ウェ
　ブサイトなどの広報媒体の内容充
　実に努める。

○

イ　各国の大学関係者が集まる
国際会議や留学生フェアなど
における広報活動を積極的に
展開する。

イa)　米国をはじめ、アジア、オセ
　　アニア、ヨーロッパの国際交流
　　関係者が数多く参加するＮＡＦ
　　ＳＡ等の国際会議に本学教職員
　　が参加し、ブースを出展するな
　　どにより本学の取組を積極的に
　　紹介するとともに、海外大学の
　　国際交流・留学担当者との人的
　　ネットワークを拡大・深化させ
　　る。

○ ２つの国際会議（米国、欧州）にブー
スを出展し、情報交換やプログラム運
営に関する協議を行い、協力関係の構
築及び強化を図った。また、米国、欧
州の会議では、カウンターで留学生向
けの大学案内や秋田県のパンフレット
を配布し、本学の取組や秋田県の情報
を積極的に発信した。加えて、国内留
学フェア３件に職員を派遣し、ブース
出展又は訪問し、提携校及び提携候補
大学と情報交換を行い、協力関係の構
築及び強化を図った。

（２）留学生の確保 Ａ

本学の特長を分かりやすく伝えるため、
交換留学案内パンフレットの内容の更新
を行うとともに、留学検討者のニーズに
合わせて、簡易版と詳細版の２種類の作
成を引き続き行った。更新・作成したパ
ンフレットは、提携校訪問及びＮＡＦＳ
Ａ等の年次会議における提携校面会の際
に配布したほか、戦略的に提携校及び新
規提携校に郵送した。加えて、新たにサ
マープログラムの案内チラシを作成し
て、対象提携校に配布した。
さらに、英語版ウェブサイトに、15カ
国・地域31提携校からの交換留学生32名
の「学生の声」の記事及び留学生２名が
作成した５つの本学の大学紹介ビデオを
公開し、学生目線による本学の特徴を伝
えた。これらのウェブサイト及びＳＮＳ
での提供情報の充実により、短期留学希
望者向けの公式Facebookページを「いい
ね」するユーザー及びフォローユーザー
を732名に増やした。（前年度延べ647
名）
また、本学への留学を検討している海外
学生向けに日本研究プログラムを紹介す
る英語版ウェブサイトのページを一新
し、同プログラムの特長や取組について
情報発信を強化した。

本学の国際的認知度の向上

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

　b)　本学の提携校や留学に関する
　　情報をキャンパス内に掲示し、
　　来学者や留学生に対し、本学の
　　国際交流活動に関する情報を発
　　信する。また、留学生自身が学
　　内で開催する留学フェアに参加
　　するよう促し、本学の国際交流
　　活動に関する情報発信へとつな
　　げる。

○ 国際センター前にデジタルサイネージ
を設置し、提携校のプロモーションビ
デオを日替わりで放映し留学先の紹介
を行った。また、提携校200校達成を
記念し、講義棟内に設置している提携
校パネルコーナーを一新し、来学者に
対する広報的効果の向上を図ったほ
か、留学フェアを計画通りに実施し
た。

② ② 既提携校との関係強化と提携校の戦略
的拡大

ア　各国・地域を代表する提携
校との世界的ネットワークの
構築により「多文化共生キャ
ンパス」の強化を図るととも
に、サマープログラム、パー
トナーズプログラムなどによ
り短期留学生を積極的に受け
入れる。

アa)　国際会議等の国際交流イベン
　　トや提携校主催のスタッフト
　　レーニングへの参加、提携校へ
　　の訪問又は提携校からの来学な
　　どを通じ、提携校の関係者との
　　情報交換を密接かつ継続的に行
　　うことにより関係の強化を図
　　る。

○ ２つの国際会議（米国、欧州地域）に
参加し、合わせて59校の提携校及び10
を超える非提携校と面談を行った。ま
た、提携校11大学を本学が訪問したほ
か、提携校及び提携候補大学13大学の
訪問を受入れ、関係者との情報交換を
行った。さらに、提携校主催のスタッ
フトレーニングに教員１名が参加し
た。これらの交流を通し、交換留学プ
ログラムに関する情報交換や互いの大
学のＰＲを実施し、関係強化を図っ
た。
加えて、ヨーロッパの提携校がエラス
ムスプラス補助金申請を行うにあた
り、教職員交換を含める等の協力を
行った。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

既提携校との関係強化と提携校
の戦略的拡大
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自己評価

　b)　年２回の交換留学生の受け入
　　れのほか、サマープログラムや
　　パートナーズプログラムなどの
　　短期留学プログラムを実施し、
　　積極的に留学生を受け入れる。

○ 春学期と秋学期に計270名（春学期93
名、秋学期177名）の短期留学生を受
け入れたほか、短期プログラムで計40
名の学生を受け入れた。

【短期プログラム参加者数内訳】
・サマープログラム：24名
・Once Upon a Time in Japan:
　Traveling Seminar in Japanese
　History（日本歴史探訪セミナー）
　：６名
・Japanese Language and Cultural
　Immersion Program: Advanced（上
　級日本語・秋田学冬期集中プログ
　ラム）：10名

　c)　スーパーグローバル大学創成
　　支援事業の取組における学生及
　　び教職員の交流を通じて、既提
　　携校との連携を強化する。

○ スーパーグローバル大学創成支援事業に
おいて、提携校を含む海外大学等から３
カ国５名の教員を招聘し、短期集中授業
を提供したほか、計４名の本学教員をそ
れぞれの専門分野の講義や授業視察のた
め海外大学に派遣し、学術交流を図っ
た。また、２つの提携校と協働でパート
ナーズプログラムを開講し、連携を強化
した。加えて、５月には第３期ベンチ
マーキングとして、学生支援に関して米
国の提携校への訪問調査・意見交換を
行った。

【パートナーズプログラムの概要】
・Once Upon a Time in Japan：
　Traveling Seminar in Japanese
　History（日本歴史探訪セミナー）
　期間：５月27日～６月18日（23日間）
　参加人数：６名（ウィリアムアンドメ
　　　　　　アリー大学、ニューメキシ
　　　　　　コ大学）
・Japanese Language and Cultural
　Immersion Program： Advanced（上級
　日本語・秋田学冬期集中プログラム）
　期間：１月６日～２月11日（37日間）
　参加人数：10名（オーストリア国立大
　　　　　　学）

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

イ 教育、研究の質が高い海外の
大学を選定し、学生のみなら
ず教職員の交流も視野に入れ
た協議を行い、毎年５校を目
途に提携校を拡大する。

イa)　春・秋学期及び短期留学プロ
　　グラムに非提携校枠を設け、提
　　携校以外の学生であっても、日
　　本語、日本学又はリベラルアー
　　ツに関心を持つ者から応募があ
　　れば、積極的に受け入れること
　　とし、新規の提携校獲得の契機
　　にする。

○ 春・秋学期に非提携校枠を設けた結
果、サマープログラムは協定交渉中の
トップリベラルアーツカレッジを含め
て非提携校２大学から学生２名を、秋
学期は非提携校１大学から学生１名の
受け入れが実現した。各出身大学に協
定締結の可能性及びニーズを確認する
と同時に、積極的に情報交換を行うこ
とができた。

　b)　本学の教育目標、学生の学修
　　ニーズに合致する、教育及び研
　　究の質が高い大学を世界各地か
　　ら選定し、情報収集・分析を行
　　うとともに、国際交流イベント
　　等へ参加するなどして、提携校
　　候補大学と積極的に交流するこ
　　とで、新たに３大学以上との提
　　携を図るほか、既提携校との協
　　定継続に有効な取組等について
　　検討する。

○ 国際会議や国内イベントにおいて、提
携候補大学と積極的に面談して情報収
集を行い、本学の教育目標や学修ニー
ズに合致する大学を絞りこんだうえ
で、更なる協議を進めた結果、新たに
８大学と協定を締結し、中期目標の50
カ国・地域「200校」を達成した。

③ ③ ア　日本研究科目及び東アジア関係
　科目を提供し、留学生の履修機会
　を確保する。

○ 日本研究科目及び東アジア関係科目と
して延べ53科目を開講し、留学生の履
修機会を確保した。

イa)　独立行政法人日本学生支援機
　　構（ＪＡＳＳＯ）等の外部団体
　　による外国人留学生を対象とし
　　た奨学金枠獲得に引き続き努め
　　る。

○ 文部科学省外国人留学生学習奨励費につ
いては、当年度の割当枠に加え、入学予
定者数に応じた適切な予約採用枠数を確
保した（春学期２枠、秋学期９枠）。ま
た、民間の外国人留学生対象の奨学金募
集については、条件に該当する限り、本
学に指定された推薦枠を満たすように推
薦を行った。その結果、採用実績は次の
とおりとなった。
・文部科学省外国人留学生学習奨励費：
春学期８名、秋学期４名
・日本国際教育支援協会（ＪＥＥＳ）留
学生奨学金（修学）１名
・日本国際教育支援協会（ＪＥＥＳ）留
学生奨学金（少数受入国）１名
・ロータリー米山記念奨学会奨学金１名
・三菱商事留学生奨学金１名

留学生の満足度の向上及び留学
生の受入環境の整備を図るた
め、日本研究等の教育の質向
上、外国人留学生奨学金などの
支援を行う。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

　b)　本学にとって高い重要度を有
　　する提携校に対し奨学金を優先
　　的に配分することにより、同校
　　からの学生派遣を奨励し、交流
　　の活性化及び提携校との関係強
　　化に努める。

○ 本学にとって重要度が高い36提携校に
対し奨学金を優先的に配分し、学生交
換の貸借バランスの悪化により本学へ
の学生派遣を停止していた提携校、直
近３年に受入がなかった提携校、そし
て、学生受入が初めてとなる新規提携
校を含め、17大学から37学期分の留学
生受入を確保し、交流の活性化を図
り、関係強化に努めた。

【支給実績】
短期留学生受入奨励奨学金（本学独
自）
春学期８名（1,920,000円）
秋学期10名（2,400,000円）

④ ④ 海外からの入学希望者のための外国人
留学生入試（４月入学・９月入学）を
継続して実施する。

○ ウェブサイトを通じて外国人留学生入
試（４月入学と９月入学）について周
知、広報し、着実に実施した。

【入試の実績】
・外国人留学生入試Ⅰ（４月入学）
　出願者数22名
　合格者数２名
　入学者数１名
・外国人留学生入試Ⅱ（９月入学）
　出願者数24名
　合格者数１名

☆ 数値目標
・海外提携校数：197大学

☆ 実績
・海外提携校数：200大学

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

外国人留学生選抜試験等を通じ
て留学生の確保を図る。

☆ 数値目標
・海外提携校数：200大学（目標年
度：令和３年度）
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自己評価

① ① 本学のウェブサイトやFacebook、大学
院のパンフレット等を通じた情報発信
のほか、引き続き、大学院ＰＲポス
ターを制作する。また、テレビ、新
聞、雑誌などの各種メディアへのパブ
リシティ活動も積極的・効果的に実施
する。

○ 専門分野に関する雑誌２誌に計６回、
大学院紹介サイト１機関に計３回広告
を掲載した。
また、大学院のパンフレット（4,500
部）については、引き続き、日英両言
語併記で作成・発行し、資料請求者や
来学者等へ配布したほか、本学大学院
の専門分野と関連する分野の学部を持
つ他大学への送付や教員が個別に大学
訪問した際に配布する等、広報活動に
努めた。加えて、大学院のＰＲポス
ターを作成し、本学研究科と関連した
学部・学問領域を持つ大学20校へ掲示
を依頼・配布したほか、大学院説明会
や学内外のイベントの際にも掲示し、
認知度の向上を図った。

② ② 教職員が中心となり、首都圏を含む全
国６カ所で大学院説明会・個別相談会
を実施するほか、教員が個別の大学を
訪問し、個別相談等の広報活動を行
う。

○ 全国６カ所での説明会・相談会、７月
及び９月のオープンキャンパスでの説
明会を開催し、それぞれ15名、13名の
参加者を得た。また、10月に東京で
行った説明会では14名が参加したほ
か、大学院教員が他大学にて、先方の
教員や学生を対象として８回説明会を
行い、計99名の参加があった。

③ ③ 県内英語教員に対する入学金免除制
度、社会人学生の修学に配慮した土曜
開講及び長期履修制度（※19）を実施
する。

○ 県教育委員会から現職教員１名が派遣
され入学した。また、英語教育実践領
域においては、必修科目である「言語
教育実践研究概論」を土曜日に提供す
るなど、授業開講日の調整を行った。

【制度利用実績】
・県内英語教員に対する入学金免除
　制度：１名
・長期履修制度：５名

④ ④ 本学学部生に対し、本学大学院につい
ての学内説明会を実施する。

○ ７月及び９月のオープンキャンパスで
の説明会では、計13名が参加したほ
か、領域別の説明会を４回実施し、計
21名が参加した。

（３）大学院学生の確保 Ｂ

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

大学ホームページやテレビ、新
聞、雑誌などの各種メディアを
通じた広報を推進する。

県外からの入学者を確保するた
め、新たに首都圏での大学院説
明会・個別相談会等を積極的に
行う。

社会人学生を確保するため、県
内英語教員に対する入学金免除
制度や土曜開講、長期履修制度
を実施する。

本学学部から優秀な学生を確保
するため、学内説明会等による
周知・募集活動を実施する。
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自己評価

自己評価

① ① 図書館において、データベースを含
め、本学の教育研究内容に密接に関連
した図書及び資料を整備する。特に洋
書の参考図書更新について検討を行
う。また、専門的な調査研究活動に応
えるため、図書館利用に関するワーク
ショップ等を開催し、利用者への教育
サービスを更に充実させる。更に、図
書館内の配架分類方法を変更すること
で、利用者の一層の利便性向上を図
る。

○ 新たに図書・資料1,259点を整備し、洋
書の参考図書について検討を開始したほ
か、企画展にあわせて選書や全集・講座
の欠号補填に力点を置き、和書647点、
洋書332点を購入した。こうした取組に
より、蔵書数は約８万４千冊を数えるこ
ととなったほか、電子書籍は33万タイト
ル、電子ジャーナルは1,500タイトルを
提供可能となった。
また、専門的な調査研究活動を支援する
ため、授業と連携して図書館利用法や電
子リソースの利用法を含むガイダンスや
ワークショップを春学期に18回、秋学期
に15回の合計33回行い、706名が参加し
た。
さらに、利用者の利便性向上のため洋書
書架の表示を修正し、配架マップの作成
に着手した。

② ② 言語異文化学修センター（ＬＤＩＣ）
の開館時間を原則９：00 から26：00
までとし、365日ほぼ常時利用できる
ようにするほか、英語その他の外国語
の教材を拡充させるなどの自律学修環
境の整備やＴＯＥＦＬ®ＴＥＳＴその
他の英語能力試験の継続実施により、
更なる英語運用能力の修得を支援す
る。また、多言語学習プログラムであ
るロゼッタストーン教材について、現
在のインストール版からオンライン版
に更新することで、学生がいつでもど
こでも外国語を学べる自律学修サービ
スを提供する。

○ 言語異文化学修センター（ＬＤＩＣ）の
開館時間を平日は９：00から26：00まで
とし、365日ほぼ常時施設を利用できる
ようにした。また、英語をはじめとする
42カ国語のソフトウェア、書籍、テキス
ト、能力検定試験教本等約36点を購入
し、教材を拡充させたほか、外国語会話
パートナープログラムを実施し、延べ
2,315セッションが行われた。加えて、
ＴＯＥＦＬ-ＩＴＰ®７回（受験者延べ
754名）、ＴＯＥＦＬ-ｉＢＴ®２回（同
46名）、ＴＯＥＩＣ®３回（同127名）、
ＩＥＬＴＳ™３回（同69名）の英語運用
能力試験を実施したほか、ロゼッタス
トーンオンライン版の提供を開始し、学
生はスマートフォンでも利用できるよう
になり、17言語にわたり延べ143名の学
生が利用した。

図書館の蔵書・各種資料の充実
と365日24時間オープン体制を維
持するとともに、検索機能の向
上を目的とした図書館ソフト
ウェアの更新などにより、更な
る利便性向上を図る。

言語異文化学修センター（ＬＤ
ＩＣ）において多国語の自主学
習用教材を提供するなど、自律
学修支援を行う。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

Ⅰ  教育研究に関する目標を達成するための措置

３  学生支援 Ａ

（１）学修の支援 Ａ
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自己評価

③ ③ 学修達成センター（ＡＡＣ）におい
て、大学院生のティーチングアシスタ
ント（ＴＡ）及び学部生のピアチュー
ター（ＰＴ）を活用し、英語論文指導
などにより英語能力の向上を図るほ
か、数学や統計学などの科目に関して
実施する。学生への個別学修支援の効
果等について、学生及び教員に広く周
知し、施設の利用促進を図る。

○ 延べ70名のティーチングアシスタント
（ＴＡ）及びピアチューター（ＰＡ）
を活用し、英語論文指導1,014回、数
学223回、統計学94回などの個別学修
支援を行い、延べ2,020名の学生が利
用した。また、毎学期の始めには授業
の中で学修達成センター（ＡＡＣ）の
取組について学生に説明する機会を設
け、施設の利用を促した。

④ ④ アカデミック・キャリア支援センター
（ＡＣＳＣ）において、国内外の大学
院へ進学した卒業生による体験発表会
や本学の教員による大学院説明会等を
実施するとともに、個別相談会を開催
するなどして進学支援を行う。

○ ゲストスピーカーによる高度専門職業
人講演や大学院に進学した卒業生によ
る体験発表会、本学教員による大学院
進学相談会などを計６回実施した。ま
た、ハイデルベルク大学（ドイツ）、
ＥＳＳＥＣビジネス・スクール（フラ
ンス）による合同進学説明会を開催し
たほか、個別相談会を計４回開催し
た。

⑤ ⑤ 入学前教育として、特別選抜試験の合
格者を対象にした「スタートナウセミ
ナー」を実施するほか、グローバル・
セミナー入試で合格した県内高校生に
対しては、特に英語の学習法を中心と
した入学前セミナーを実施する。

○ グローバル・セミナー入試の合格者を
対象に、入学前教育として「グローバ
ル・セミナー入試合格者入学前教育プ
ログラム」を10月～２月に４回、ＥＡ
Ｐ教員によるＴＯＥＦＬテスト受験対
策指導及びＥＡＰ授業体験１回を実施
し、合格者全員22名が参加した。
また、特別選抜入試の合格者80名を対
象に、入学前教育の一環として学内に
おいて２月７日～９日に英語強化合宿
「スタートナウセミナー」を実施し、
全国より73名が参加した。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目

特別選抜入試で合格した高校生
を対象に入学前教育を実施す
る。

年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

学修達成センター（ＡＡＣ）に
おいて英語論文指導などにより
英語能力の向上を図るほか、数
学や統計学などの科目について
学生の個別学修支援を行う。

アカデミック・キャリア支援セ
ンター（ＡＣＳＣ）において大
学院への進学支援を行う。
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自己評価

⑥ ⑥ 学期ごとにテーマ別ハウス群の運営状
況を検証し、学生が主体的に関心を
持って取り組めるテーマの設定と学修
内容の充実を図るとともに、ハウスの
居住者数を確保するため、学生に対し
十分な情報提供を行う。また、新たに
こまち寮にテーマ別ハウスを導入し、
新入生の主体的な活動を支援する。

○ テーマ別ハウス群として、春学期に
Fitness House、Japanese Nature &
Culture House、Nihongo Houseの３ハ
ウス、秋学期にはEnglish Education
HouseとRussian (Slavic) Culture
Houseを追加し、計５ハウスが活動を
行った。加えて、各ハウス選出メン
バーで構成されるStudent Planning
Committeeを設置し、合同バストリッ
プや、学期末のポスターセッションの
企画・運営を任せたことで、ハウスの
垣根を超えた主体的な活動を促すこと
ができた。（参加学生合計：春学期59
名、秋学期61名）
また、学生寮（こまち寮）に新たに
コーディネーター教員を配置し、「こ
まちハウス」の運営を開始した。秋学
期には、外部講師によるワークショッ
プの実施や映画監督を招聘しての学内
講演会の開催等、活発な活動を行うな
ど、学生の主体的な活動を支援した。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

教育の機会を学生の生活スペー
スにも広げ、24時間リベラル
アーツ教育を推進するため、新
たにテーマ別ハウス群を導入
し、学生の自主的学修を支援す
る。
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自己評価

① ① 学生生活支援の充実
ア　学生が抱える心身の問題や

学修・生活への特別支援等に
ついて、関係部署が連携・協
力し、迅速かつ適切な対応を
行う。

アa)　教職員間の連携を密にし、学
　　生の心身の問題に対して迅速か
　　つ適切に対応するとともに、保
　　健室とカウンセリングルームに
　　よる相談受付、健康教育、心理
　　教育、健康診断、インフルエン
　　ザ予防接種等の健康支援を引き
　　続き行う。

○

　b)　「ハラスメントの防止等に関
　　するガイドライン」の周知を徹
　　底するとともに、ハラスメント
　　相談等のきめ細かな対応によ
　　り、ハラスメントの防止、排除
　　等に努める。

○ ４月と９月に実施したオリエンテー
ション期間中に設けたハラスメントに
関するセッションの中で、日本語と英
語のパンフレットを配布し、大学が提
供する支援の周知や相談員の紹介を行
い、相談しやすい環境作りに努めた。
加えて、相談員及びハラスメント委員
会を対象としたオリエンテーションを
実施し、担当職員の対応の向上を図っ
た。

（２）学生生活の支援 Ａ

心身に不調をきたした学生を早期に発
見するため、教員との連携を密に行う
ことに加えて、部署を超えてミーティ
ングを実施した結果、学生の症状が深
刻化する前にサポートを行うことがで
きた。また、健康診断の結果を踏まえ
たアドバイスの提供、各種イベント
（100円朝食、Healthy Meal Week等）
の実施など、健康教育にも積極的に取
り組んだほか、学内でのインフルエン
ザ予防接種の機会を複数回設けて、感
染症蔓延の防止を図るとともに、保健
室便りを適時発行し、感染症の脅威や
予防対策等について情報提供を行っ
た。
加えて、新型コロナウイルスの感染発
生を防止するため、特設サイトにて情
報発信を強化したほか、アンケート
フォームを作成し、体調を崩した学生
の早期発見するためのリーチアウト方
法を確立した。さらに、これまでの対
応を踏まえて感染症マニュアルの更新
を行った。
また、心理教育については、新入生や
留学生、留学前学生等、対象学生毎の
講義を必要なタイミングで提供した。

学生生活支援の充実

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

イ　経済的に困難な学生に対す
る授業料減免や奨学金貸与等
の制度を継続するとともに、
寄附金等を財源とした本学独
自の奨学金制度を拡充する。

イa)　授業料等の無償化制度の導入
　　に伴う諸準備を着実に行うとと
　　もに、この新制度とこれまでの
　　学内における検討内容との整合
　　性がある新たな大学独自の奨学
　　金制度を創設し、経済的に困難
　　を抱える学生に配慮した経済支
　　援を行う。

○

　b)　ＪＡＳＳＯ等の民間団体等が
　　実施する奨学金の情報を広く収
　　集し、速やかに学生へ提供する
　　ほか、奨学金採用率の向上に資
　　する実践的サポートを行う。

○ 留学奨学金（トビタテ！留学ＪＡＰＡ
Ｎ）の申請予定者を対象に、申請書の
書き方に関するガイダンスを９月に行
い、参加者13名に説明を行った。ま
た、令和２年１月には、同奨学金の合
格者による座談会を行い、18名の応募
予定者と経験の共有を図った。なお、
２月下旬には、令和２年度奨学金応募
希望者全般を対象に、奨学金申請書作
成セミナーを実施することとしていた
が、新型コロナウイルスの感染防止の
ため、予定していたレクチャー方式で
はなく、資料配付により情報提供を
行った。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

令和２年度から実施される高等教育修
学支援新制度に伴い、本学の授業料が
国の授業料標準額を超えていること
や、県内出身学部生の経済的負担を削
減する既存の取組（わか杉奨学金）を
踏まえ、低所得世帯等の県外出身学部
生を対象に、授業料減免の上限を超え
る額について、大学単独で支援を行う
新たな奨学金制度（修学支援奨学金）
を創設した。
また、支給対象者と金額の妥当性を確
保し、より多くの学生が支援を享受で
きるよう、既存の大学独自奨学金制度
の統廃合を行い、新たに「ＡＩＵ留学
時成績優秀者報奨奨学金」と、「ＡＩ
Ｕアンバサダー奨励金」を創設し、Ａ
ＩＵ留学時成績優秀者報奨奨学金は、
春学期５名500,000円、秋学期４名
400,000円に、ＡＩＵアンバサダー奨励
金は、春学期４名、秋学期６名に支給
した。
加えて、既存の奨学制度の適用を受け
られない事情がある学生を対象に、Ａ
ＩＵ正規学生長期支援奨学金を導入し
たが、募集要件に合致する申請者がな
く、採択に至らなかった。

31



自己評価

ウ　快適かつ安全な多文化共生
の住環境を学生に提供するた
め、学生のニーズを的確に把
握し、キャンパス環境や学外
へのアクセス等、インフラ整
備の改善・向上を図る。

ウ　アンケート調査の実施、学生と
　教職員から構成される学生生活委
　員会における意見交換等により、
　学生のニーズを的確に把握し、
　キャンパス環境等の改善につなげ
　る。また、合わせてキャンパスの
　安全確保対策も講じる。

○ 学生生活委員会の場において、バス路
線利用者の現状について、学生と教職
員間で意見交換を行った。さらに、バ
ス及び自動車の利用に関するアンケー
ト調査を実施し、学生の利用ニーズを
確認した上で、バス運行スケジュール
の調整を行い、学外へのアクセス向上
を図った。
また、安全な環境を維持するため、１
週間に１回以上、学内を職員が巡回し
たほか、不審者の目撃情報等を配信
し、注意喚起を行った。（不審者、害
虫、転倒・接触事故防止）さらに、学
生宿舎に隣接するランドリールームの
入口に暗証番号錠を設置し、セキュリ
ティを強化した。

エ　学内居住施設への入居を希
望する学生に対して、空室の
期間限定入居を実施するな
ど、より多くの学生が入居で
きるよう、柔軟な対応を行
う。

エ　学生寮及び学生宿舎への入居希
　望を的確に把握するとともに、入
　退去管理を徹底することにより空
　室の発生を減らす。また、空室へ
　の対応策としては、期間限定の入
　居、短期プログラムの留学生の受
　け入れ等による効率的な運用を行
　う。

○ 春学期743名、秋学期740名の学生が、
学生寮及び学生宿舎に入居した。正規
学部生が学内に入居している割合（留
学中の正規学部生は除く）は、春学期
84％、秋学期89％であった。また、各
種イベントの参加者を学生寮又は宿舎
に宿泊させ、空室を有効活用した。

【イベント参加に伴う宿泊者数】
・第１回グローバル・セミナー：73名
・Once Upon a Time in Japan：
　Traveling Seminar in Japanese
　History（日本歴史探訪セミナー）
　：６名
・サマープログラム：24名
・第２回グローバル・セミナー：57名
・Japanese Language and Cultural
　Immersion Program： Advanced（上
　級日本語・秋田学冬期集中プログラ
　ム）：10名
・淡江大学冬期プログラム：17名
・国際協働ＰＢＬプログラム：12 名
・スタートナウセミナー：73名

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

オ オa)　アンケート調査と、学生代表
　　や学生会とのミーティング等の
　　対面的コミュニケーションとを
　　組み合わせ、できる限り多くの
　　学生の声を機動的に吸い上げ、
　　学生生活支援の質向上につなげ
　　る。

○ 学生会との定期的なミーティングを、
長期休暇期間を除き週１回（計35回）
実施し、学生の声を機動的に吸い上げ
た。また、バス及び自動車の利用に関
するアンケート調査を実施して、幅広
く学生の意見を確認し、要望の多かっ
た学期末のバス（空港線）運行を実現
させるなど、学生生活の利便性の向上
につなげた。

　b)　学生生活委員会、学生寮会
　　議、学生宿舎会議、学生満足度
　　調査、帰国留学生満足度調査、
　　ＲＡとの定期ミーティング等を
　　通じ、学生の意見や要望を広く
　　吸い上げ適切な学生支援を行う
　　とともに、支援体制の強化にも
　　つなげる。

○ 学生生活委員会を年５回開催し、学生
の要望に対し、助言や必要な支援を
行ったほか、学部生・院生対象にした
満足度調査を年１回、短期留学生対象
の満足度調査を各学期１回実施し、今
後の改善の参考になる意見の収集を
行った。また、学生寮会議、学生宿舎
会議は各学期それぞれ１回ずつ学生主
体で開催されるなど、学生自らがコ
ミュニティ構築に積極的に関わる仕組
みが機能した。さらに、週１回実施さ
れるＲＡミーティング、学生会との
ミーティングに職員が参加し、適切な
アドバイスを行うことで、学生の成長
に寄与することができた。

☆ 数値目標
・学生生活委員会の開催等 10回以上

☆ 実績
・学生生活委員会５回、学生寮会議２
回、学生宿舎会議２回、ＲＡミーティ
ング、学生会とのミーティング各週１
回、計10回以上実施

　学生の意見や要望を把握
し、学生生活支援の拡充を図
るため、学生満足度調査につ
いて、学生の負担軽減及びよ
り効果的な満足度の把握の観
点から、設問内容の精査や簡
略化などの見直しを行うとと
もに、学生生活委員会の開催
回数を増やすなどにより、学
生の意見を積極的に汲み上げ
る。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

☆ 数値目標
・学生生活委員会の開催等 年10
回以上
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自己評価

② ② 課外活動支援の充実
ア　学生の主体的な活動を促進

するため、学生会やクラブ・
サークル活動等に対し、財政
的支援や企画運営等に係る助
言など、多様な支援を行う。

アa)　学生会、クラブ・サークル活
　　動等の課外活動について、財政
　　的な支援を行うほか、予算策定
　　ルールを簡潔にし、また、より
　　柔軟な活用ができるよう運用
　　ルールの見直しを検討する。

○ 大学祭やクラブ・サークル活動等の課
外活動について、財政的な支援や企画
運営への助言を行った。また、大学か
らの財政支援金額算出方法の見直しを
行い、年度毎の拠出金額を固定したこ
とで、学生会が円滑に予算策定を行え
る環境を整備した。

　b)　学生による大学や地域への貢
　　献度の高い事業を推奨し、当該
　　事業への財政的な支援を行うほ
　　か、関係団体等との連携を支援
　　する。

○ 地元企業や自治体が開催するイベント
へ学生課外活動団体が参加できるよ
う、竿燈会やアカペラ部、ダンス部等
の学生団体に対しイベント情報の周知
や参加に向けた指導を行い、地域住民
との交流に資した。11月には、本学を
会場として、秋田市竿燈会が主催する
「竿燈セミナー」を開催した。

イ　学生が行う地域貢献や国際
交流活動の充実を図るため、
地域からのこれらの活動に関
する要望等の情報を学生に幅
広く提供するとともに、国際
会議等に参加する学生に対し
て経済的な支援を行う。

イa)　県内の各自治体や地域の団体
　　等が企画・実施する地域貢献・
　　国際交流活動等の情報を、学内
　　掲示板や学生への一斉メール等
　　のツールを有効活用して遅滞な
　　く情報提供し、各種活動への学
　　生の参加機会の拡大につながる
　　よう努める。また、これまでの
　　参加・協力の実績を踏まえ、
　　様々な国際交流団体等が行う
　　様々な事業や支援に関する情報
　　についても、可能な限り情報収
　　集し学生へ提供する。

○ 県内自治体が実施する国際交流事業や
小・中学校、高校での英語活動等につ
いて、留学生を含む新入生に４月と８
月の２回説明会を行うとともに、11月
には学生向け交流活動フェアを開催し
情報提供に努めた。また、秋田県国際
交流協会の担当者を招聘して、支援事
業について学生に説明する機会を設け
たほか、秋田県日華親善協会や大潟村
国際交流協会等、様々な国際交流団体
が主催するイベントについてタイム
リーに情報提供を行った。

課外活動支援の充実

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

　b)　学生の国際会議等への参加を
　　促進するため、本学独自の「ア
　　ンバサダー奨励金」による経済
　　的支援等を継続して行う。ま
　　た、奨学金の支給対象を大学院
　　生にも広げ、学会や国際会議へ
　　の参加を支援する。

○ ＡＩＵアンバサダー奨励金の対象を大
学院生にも拡大した。また、個人単位
の申請に絞ることで、採用可能枠数を
増やしたほか、通年募集の方式に変更
することで利便性を高め、春学期４名
（うち、院生０名）、秋学期６名（う
ち、院生４名）に計240,000円を支給
した。これらの取組に加えて、報告書
や指導教員の推薦・監修を義務付け、
成果の質を担保することにも努めた。

自己評価

① ① 初年次から「キャリアデザイン」を必
修科目として導入し、早期段階からの
キャリアの理解と就業意識の向上を図
る。また、２年次（ＥＡＰを早期に修
了した者は、１年次冬セメスター）か
ら選択科目の「インターンシップ」を
実施するよう学生に奨励し、現実の社
会情勢や具体的な職業についての考察
を促す。

○ 必修科目「キャリアデザイン」を各学
期それぞれ２クラスに分けて実施し、
春学期91名、秋学期96名の計187名が
受講した。また、「インターンシッ
プ」単位取得者は46名、活動申請者は
54名であった。

② ② 先端産業企業や本学と緊密な企業、同
窓会組織、本学卒業生等に対してキャ
リア支援のための外部講師の派遣を依
頼し、より具体的な職業イメージや勤
労意識を学生に植え付ける。

○ キャリアデザインの講義において、３
社（オトナタチ、伊藤忠商事、Ｐ&
Ｇ）の人事担当者を招聘し、「働くと
は」というテーマで講演会を実施した
ほか、１月には「企業・業界ネット
ワークセミナー」というテーマで３社
（日本郵船、国際石油開発帝石、川崎
重工業）を招聘し、業界間のつながり
について、より深く理解するためのセ
ミナーを実施した。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（３）キャリア支援 Ａ

社会人として必要な能力や職業
選択能力を高めるため、基盤教
育科目の必修科目としてキャリ
アデザイン科目を提供するとと
もに、インターンシップを奨励
する。

学生との個別相談において、社
会人として働くことの意味、組
織の役割や機能、個人の役割等
を理解させるため、アドバイス
を行うほか、各界の第一線で活
躍する外部講師や社会人講師に
よる講議等を実施する。
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自己評価

③ ③ 県内外の企業等をキャンパスに招いた
企業説明会、留学前の学生に対するガ
イダンス、首都圏における学生向けの
個別就職相談会等をできる限り多く開
催する。

○ 県外企業166社、県内企業１社の企業
説明会を、年間を通じて実施した。
（このほか、県外企業15社、県内企業
６社の説明会を実施する予定だった
が、新型コロナウイルス感染症対応の
ため中止となった。）
また、留学前の学生に対しては、７月
と12月にガイダンスを実施したほか、
ビデオ通話（Skype、Googleハングア
ウト）での相談会を提供するなど個別
対応も行った。さらに、東京でのグ
ループ及び個別の相談会を計５回実施
したほか、前年度に引き続き、最新技
術として社会的に関心が高いＡＩ関連
技術については、関係企業に呼びかけ
て説明会を開催した。

④ ④ ＡＣＳＣにおいて、大学院への進学希
望者に対して、本学を含めた国内外の
大学院の情報を提供するなど、進学支
援を行う。

○ 大学院進学に関する通常の個別相談に
加え、ゲストスピーカーによる高度専
門職業人講演や大学院に進学した卒業
生による体験発表会、本学教員による
大学院進学相談会などを６回実施し
た。さらに、ハイデルベルク大学、Ｅ
ＳＳＥＣビジネス・スクールによる合
同進学説明会を開催した。

⑤ ⑤ 学内で行う合同企業説明会の一環とし
て、県内企業説明会を実施するほか、
県内企業へのインターンシップを促進
するため、インターンシップ先を確保
し、活動補助費を支給する。インター
ンシップを行う上で課題となっている
大学から秋田駅等への交通アクセスの
整備・改善を引き続き行政等に働きか
ける。また、キャリア開発センターが
中心となり、２回の県内企業見学会を
実施し、学生の県内企業へのより深い
理解を促進することで、県内企業就職
への一助とする。

○ 県内企業担当者による説明会を、仕事
研究会の一環で２日実施した。また、
県内企業訪問を実施し、インターン
シップ先の確保に努めたほか、令和元
年度は活動補助費を15名へ支給した。
さらに、県内企業に対する理解を深め
るために、就労現場の見学を盛り込ん
だバスツアーを２回企画し、実施し
た。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

きめ細かなキャリアサポートを
推進するため、学内での企業説
明会などにおいて多様な企業情
報を提供するとともに、留学前
後の個別進路相談会などを実施
する。

国内外の大学院進学希望者に対
し、講演会の開催や個別アドバ
イスなどを通じて進学支援を行
う。

県内就職者の拡大に向けて、県
内企業におけるインターンシッ
プや、海外展開を目指す県内企
業等と学生とのマッチングの取
組を充実するとともに、学生団
体が実施する県内企業訪問への
支援を行う。
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自己評価

⑥ ⑥ 起業家や第一線で活躍している企業人
を招いてのセミナー等を開催するな
ど、起業家精神の涵養に努める。

○ ５月に株式会社ユーグレナ代表取締役
社長を、11月にSpiber株式会社取締役
代表執行役を招聘し、起業家精神育成
特別講演会を実施した。
加えて、海外で活躍する日本人起業家
を講師として迎え、「ＧＢ特別講義
54：社会的企業論」を開講した。

☆ 数値目標
・就職希望者に占める就職者の割合：
100％

☆ 実績
・就職希望者に占める就職者の割合：
100％

自己評価

自己評価

① ① 教育向上に係る研究の推進

ア　各教員の研究成果の教育へ
の反映を図るため、教員研究
費の支給により、専門分野で
の研究を促進する。

ア　学内研究費の適切な配分や適正
　な支出等に留意し、教員が多様な
　研究活動を行えるよう支援する。

○ 学内研究費の適切な配分や適正な支出
に努め、教員の多様な研究活動を支援
した。

【教員研究費の支給状況】
・基本配分額（申請上限額）
　350,000円（専任教員）
　175,000円（特任教員）
・配分実績
　23,974,995円（専任教員74名）
  1,091,166円（特任教員８名）
　計25,066,161円

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

学生の起業意識を醸成するた
め、企業や企業支援機関等と連
携しながら、起業家精神等につ
いての講習を行うなど、新たな
取組を行う。

☆ 数値目標
・就職希望者に占める就職者の割合：
100％

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

Ⅰ  教育研究に関する目標を達成するための措置

４  研究の充実 Ａ

（１）国際教養教育に資する研究の推進 Ａ

教育向上に係る研究の推進
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自己評価

イ　学内公募型の学長プロジェ
クト研究費を活用し、教員の
連携による共同研究を促進す
ることにより、教育内容の向
上に向けた教育プログラムの
開発を推進する。

イ　引き続き学長裁量経費を確保
　し、研究、調査や学外専門家の有
　効活用等に使用する。

○ 学長裁量経費を、ゲストスピーカー招
聘やグッズ作成等等に有効に活用し
た。

【学長裁量経費の支出状況（令和２年
３月末時点）】
・予算：1,100,000円
・支出：411,631円
（ゲストスピーカー謝金、フィジー共
和国友好協会年会費、グッズ作成等）

ウ　アジア地域研究連携機構に
より、秋田を含むアジア地域
に関する調査研究を進める。

ウ　少子・高齢化や人口減少などわ
　が国やアジア諸国でも今後急速に
　進行していく諸課題を、引き続き
　アジア地域研究連携機構（ＩＡＳ
　ＲＣ）が主要な研究テーマの一つ
　として取り上げ、調査・研究活動
　を推進していくとともに、本学に
　おける教育内容の向上にも反映さ
　れるよう努める。

○ 日本学術振興会「課題設定による先導
的人文学・社会科学研究推進事業（実
社会対応プログラム）」において、
「人口減少社会における包摂と継承―
「最先端」秋田からの提言」をテーマ
とし、185カ所の介護施設に外国人材
に関するアンケートの実施や大潟村で
の外国人技能実習生に対する支援につ
いての調査、伝統行事への参加者行動
観察及びインタビュー等により、研究
を進めた。

エ　学内において、国の科学研
究費助成事業に関する説明会
を実施するなど、組織的な取
組により、外部競争資金や受
託事業を確保する。

エ　科学研究費に関する学内説明会
　や外部研究資金に関する情報提供
　を効率的に実施するほか、学外で
　開催される研修会に教職員を派遣
　するなどの取組のもと、教員によ
　る競争的資金や受託事業の獲得を
　支援し、研究内容の充実・拡充を
　図る。

○ 科学研究費助成事業を含む外部競争資
金公募の情報を随時、メールや掲示板
等で周知した。また、科研費採択率向
上に向けた取り組みとして、７月に東
京で開催された科研費獲得対策セミ
ナーに教員１名を派遣し、10月上旬に
当該教員による学内研修会を行った結
果、令和２年度の科研費助成事業へ14
名の教員が研究代表者として申請した
ほか、15名の教員が研究分担者として
申請するなどの成果につながった。

【令和元年度競争的外部資金採択額】
・科学研究費助成事業
　15,416,000円（29件）
・その他外部研究費
　6,904,934円（３件）

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

オ　各教員の研究成果を大学出
版会が発行する「Global
Review」などの学術誌に掲載
することにより、大学の教
育・研究を国内外に発信す
る。

オ　本学の紀要を大学ウェブサイト
　（日本語版、英語版双方）に引き
　続き掲出し、教員の研究内容や成
　果等を国内外に広く情報発信する
　ほか、様々な機会を捉えて学内外
　に研究成果等を発表・公開できる
　ような場を設けるよう努める。

○ 大学出版会において、紀要「Global
Review」電子版を刊行し、本学のウェ
ブサイトに掲載したほか、民間事業者
を通じて、県外のミュージアムショッ
プやオンラインショップで大学出版会
発行の書籍を販売した。また、前年度
に続き、日本経済新聞『知の探求－大
学出版特集』に大学出版会書籍の広告
を掲載した結果、県外在住の個人から
注文があり、周知・販売につながっ
た。
９月14日～10月14日には、教員や学生
の研究成果を学内外に発信することを
目的に「リサーチ・ウィーク 2019」
を開催したほか、オープンキャンパス
（９月14日）及びＡＩＵ祭（10月14
日）では展示会場に教員や学生が滞在
し、来場者に対して研究内容の説明も
行った。

② ② ファカルティ・ディベロップメント
（ＦＤ）活動を、昨年度のフィード
バックを基に計画的に実施する。

○ 前年度のフィードバックを基に策定し
た年間計画に沿って、計７回のＦＤを
実施し、延べ342名の教職員が参加し
た。
 
【実施した主なＦＤ】
・学部ＦＤ＆ＳＤリトリート
　教職員79名参加
・大学院ＦＤリトリート
　教職員19名参加
・ＦＤデイ
　教職員65名参加
・テーマ別ＦＤ：
　カリキュラム改革について等
　計４回、教職員179名参加

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

授業内容や方法を改善し、教育
力の向上を図るため、研修会の
開催など、ＦＤ（ファカル
ティ・ディベロップメント）活
動を積極的に推進する。
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自己評価

① ① 本学の教員の研究成果の発信や他大学
等の研究者との交流機会の創出を図る
ため、引き続きＩＡＳＲＣが主体とな
り、国内外から研究者を招いたシンポ
ジウムや研究会等を開催する。

○

② ② 提携校をはじめとした海外大学との協
働によるＰＢＬの開講、海外大学への
本学教員の派遣、海外大学や国際機関
からの本学教員の招聘などにより、学
術交流及び共同研究を推進する。

○ スーパーグローバル大学創成支援事業
において、ＡＳＥＡＮ２カ国の大学と
の協働によるＰＢＬ科目を４科目開講
したほか、提携校を含む海外大学等か
ら３カ国５名の教員を招聘し、短期集
中授業を提供した。また、計４名の本
学教員をそれぞれの専門分野の講義や
授業視察のため海外大学に派遣し、学
術交流を図ったほか、８名の教員を台
湾の提携校に派遣し、本学の取組や日
本の政治、経済、文化、高等教育事情
をテーマとしたセミナーを行った。

（２）学術交流の推進 Ａ

国内外から研究者を招聘して、次のと
おり研究会・シンポジウムを開催し、
教員と外部の研究者との交流機会の創
出を図った。

・日本学術振興会(ＪＳＰＳ)実社会対
　応プログラム研究会 「人口減少社
　会における包摂と継承―「最先端」
　秋田からの提言」（６月５日）
　会場：国際教養大学Ｄ101・102
　参加者：16名

・日本学術振興会(ＪＳＰＳ)実社会対
　応プログラム研究会
「International
　Workshop：Foreign Workers and
　Akita's Future: Lessons from
　Experiences in Spain and Korea」
　（２月28日）
　会場：アジア地域研究連携機構オ
　　　　フィス　(オンライン)
　参加者：10名

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

本学の研究成果等を発信し、ま
た、教員や研究者の交流を促進
する機会として、シンポジウム
等を開催する。

提携校をはじめとした海外の大
学等との教員や研究者の交流及
び共同研究を推進する。
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自己評価

① ① 連携協定を締結している県内自治体や
各教育委員会等からの要請なども踏ま
え、小･中･高校における英語の授業や
英語による各種活動に本学の留学生や
教員を派遣し、コミュニケーション能
力の養成や異文化理解の向上に引き続
き協力する。

○

② ② 県内高校に教職員を講師として派遣し
て出前講座を実施するほか、グローバ
ル・セミナーでの英語による模擬授業
など高校生を対象とした英語力向上の
ための各種セミナー等を実施する。

○ 高校において説明会・模擬授業・出前
講座８件（参加者292名）、業者主催
の説明会10件（参加者135名）を行
い、高校生の英語力向上を図った。

県内高校への出前講座や、高校
生を対象とした英語力向上のた
めの各種セミナー等を実施す
る。

（１）児童生徒の英語コミュニケーション能力養成等への支援 Ａ

本学が連携協定を締結している市町村
を中心に、学生（留学生を含む。）延
べ1,341名を派遣し、英語教育の向上
等に係る取組に協力した。

【実績】
派遣回数141回、受入回数86回、
計227回
【内訳】※人数はいずれも延べ数
・保育園・幼稚園　20回
　参加学生　57名
（うち留学生51名）
・小学校　73回
　参加学生　452名
（うち留学生372名）
・中学校　50回
　参加学生　329名
（うち留学生182名）
・高等学校　29回
　参加学生　160名
（うち留学生５名）
・その他　地域団体との交流等　55回
　参加学生　343名
（うち留学生188名）

小・中学校等における英語教育
や異文化理解の取組を支援する
ため、県内自治体と連携した本
学留学生の派遣交流を行う。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

Ⅱ  地域貢献に関する目標を達成するための措置 Ａ

１ 学校教育への支援 Ａ
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自己評価

③ ③ ＳＧＨに採択されている秋田南高校に
対し、本学の教員派遣及び専門講座の
提供などを通じて、引き続き、英語に
よるコミュニケーション能力の向上に
つながる支援を行う。

○ 秋田南高校のスーパーグローバルハイ
スクール事業に協力し、本学教員によ
る専門講義やインタビュー調査を実施
した。
また、同事業に参加している生徒36名
を本学で実施しているイングリッシュ
ビレッジに受け入れ、英語コミュニ
ケーション能力の向上を支援した。

④ ④ 「英語で英語を学ぶ」プログラムとし
て本学が開発した「イングリッシュビ
レッジ」を引き続き年間12回程度開催
し、県内外の小･中･高校生の英語によ
るコミュニケーション能力の向上に貢
献する。

○ イングリッシュビレッジを学校単位で
10回開催したほか、個人参加形式の一
般公募により４回開催した。
また、民間事業者が主催する英語キャ
ンプ（５月～９月に計５回実施）に教
員１名、学生100名（うち留学生30
名）を派遣し、イングリッシュビレッ
ジのノウハウを活かし、小学生が英語
に親しむための体験学習プログラムの
実施に協力した。（小学生196名参
加）

【イングリッシュビレッジの実績】
・学校単位による開催：10回
　参加校：10校（うち県内５校）
　参加者数361名（うち県内175名）
・個人参加形式の一般公募による開
　催：４回
　参加者数：163名
（平成30年度は３回、参加者117名）

☆ 数値目標
・留学生の小・中学校等との交流（受
入れ・派遣）回数：200回

☆ 実績
・留学生の小･中学校等との交流 (受
入れ･派遣)回数：計227回（受入：86
回、派遣：141回）

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

スーパーグローバルハイスクー
ルが行う特別プログラムへ教員
を派遣するなどの支援を行う。

県内外の小・中・高校生を対象
に「英語で英語を学ぶ」プログ
ラムを提供する「イングリッ
シュビレッジ」を実施する。

☆ 数値目標
・留学生の小・中学校等との交
流
（受入れ・派遣）回数：200回／
年
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自己評価

① ① 秋田県教育委員会等からの要請に基づ
き、小･中･高校の英語担当教員向け授
業研究会などの研修事業等に本学教員
を講師として派遣し、指導力の向上等
に引き続き協力する。

○ 県教育委員会及び県内自治体等の要請
に基づき、英語担当教員向け研修事業
に本学の教員を派遣した。

【実績】
・小学校教員向け英語研修：
　計６回、教員３名派遣
・小・中学校教員向け英語研修：
　計２回、教員２名派遣
・中学校教員向け英語研修：
　計３回、教員２名派遣
・中学・高校教員向け英語研修：
　計１回、教員１名派遣）

② ② 小・中・高校の英語担当教員の指導力
向上に協力・貢献するため、秋田県教
育委員会の意向も踏まえ、引き続き
「ティーチャーズセミナー」を実施す
るとともに、米国大使館の支援・共催
により引き続き英語指導法セミナーを
全国規模で開催する。

○

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

英語担当教員の教育力を向上す
るため、県教育委員会と連携
し、教員研修事業等に教員を派
遣するなどの支援を行う。

県内外の小・中・高校の英語教
員を対象に「英語で英語を教え
る」プログラムを提供する
「ティーチャーズセミナー」を
実施する。

引き続き、ティーチャーズセミナー及英
語指導法セミナーを開催し、小・中学校
及び高校の英語担当教員の指導力向上に
協力した。

【ティーチャーズセミナー開催実績】
・小学校教員対象２回、参加者計56名
　①ティーチャーズセミナー３日間
　　期間：７月29日～31日
　　共催：県教育委員会
　　会場：本学講義棟
　　参加者：40名
　②ブラッシュアップ研修１日間
　　期間：８月３日
　　会場：本学講義棟
　　参加者：16名
・中学校教員対象１回、参加者計21名
「中学校で英語を英語で指導するための
　指導力・英語力向上研修」
　期間：８月１日～２日
　会場：国際教養大学
　参加者：21名
※成果発表である公開授業（12月12日）
　場所：由利本荘市立大内中学校

（２）英語担当教員の指導力向上への支援 Ａ
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自己評価

【米国大使館プログラム】
・英語指導法スキルアップ集中セミナー
　東京（８月６日～８日）参加者59名
　那覇（８月17日～19日）参加者39名
・英語指導法アドバンス・スキルアッ
　プ・ワークショップ
　東京（８月９日）参加者41名
　那覇（８月20日）参加者10名
・ハイブリッドコース
　秋田での対面指導（７月13日～14日）
　オンライン講座（７月15日～８月10
日）
　参加者：24名
・オンラインコース（７月22日～8月23
日）
　参加者53名
・オンラインコース(３月２日～27日）
　参加者50名

自己評価

自己評価

① ① 交流協定を締結している市町村との交
流活動を中心に、本学の留学生等の派
遣などを通じ、県内の様々な地域にお
いて異文化交流等の取組を支援し、国
際化の促進に向け貢献・協力する。

○ 協定を締結している市町村との交流活動を
通じて、地域の国際化の促進に貢献した。
また、これらの交流のサポートを行う学生
を延べ20名雇用した。（春学期８名、秋学
期９名、冬期プログラム３名）

【協定締結市町村との交流実績】計104回
①八峰町：12回
（認定こども園や小中学校の英語活動並び
に異文化交流のため大学訪問及び学生派
遣、地域住民との交流、ホームステイ）

②大仙市：43回
（認定こども園や小・中学校の英語活動並
びに異文化交流のため大学訪問及び学生派
遣）

③由利本荘市：26回
（小・中学校の英語活動並びに異文化交流
のため大学訪問及び学生派遣）

（１）県民と留学生等との交流の推進 Ａ

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

国際交流協定締結市町など、県
内市町村が行う国際交流事業に
ついて、留学生等の派遣等によ
り支援を行う。

Ⅱ  地域貢献に関する目標を達成するための措置

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

２  国際化の推進 Ａ
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自己評価

② ② 県内各地における伝統行事や季節に応
じて開催される様々なイベント等へ留
学生等を派遣することにより、地域の
活性化や国際化に貢献するとともに、
本学の取組に対する県民の理解促進に
つなげる。

○

④男鹿市：４回
（小学校の英語活動並びに異文化交流のた
め学生派遣、男鹿市教育委員会を介した
小・中学生による大学訪問）

⑤美郷町：７回
（認定こども園や小学校の英語活動並びに
異文化交流のため大学訪問及び学生派遣、
美郷町教育委員会を介してタイの中学生と
の交流）

⑥仙北市：３回
（小・中学校の英語活動並びに異文化交流
のため大学訪問）

⑦大潟村：５回
（小・中学校の英語活動並びに異文化交流
のため大学訪問及び学生派遣）

⑧羽後町：４回
（中学校の英語活動並びに羽後町のイベン
トへ学生派遣）

留学生と地域との交流を通じて、地域の活
性化・国際化に貢献した。

【主な交流実績】
①本学の留学生が受講する日本語授業に県
　内小学生が延べ163名が参加し、留学生
　と日本語や英語で交流を行った。（11月
　７日八森小学校、１月17日新山小学校）

②本学教員による英語での理科実験に県内
　小学生が延べ19名参加し、留学生との交
　流や英語による授業を体験した。（11月
　15日横堀小学校）

③秋田市河辺地区において、田植えや稲刈
　り、収穫祭等のイベントへ留学生等が参
　加し、地域住民との交流を継続的に行っ
　た。

④横手市の伝統行事である雪まつり「かま
　くら」に学生を延べ16名派遣し、地元ボ
　ランティアや観光客との交流を行った。

⑤男鹿市の伝統行事「なまはげ柴灯まつ
　り」に学生を延べ10名派遣し、通訳ボラ
　ンティアを行った。

県民の国際理解を深めるため、
地域の団体等が行う各種イベン
ト等に留学生等を派遣するな
ど、小・中・高校生や地域住民
と留学生等との交流を拡充す
る。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

① ① 県の補助事業（地方創生推進交付金）
等を活用し、海外展開を目指す県内企
業を対象とした人材育成等の事業を継
続するとともに、学生と県内企業経営
者が協働で地域の課題解決等に取り組
む場を新たに立ち上げる。

○

（２）アジア地域等との交流拡大に向けた取組の推進 Ａ

グローバルな視点を備えた企業・企業人
材を育成するグローバルビジネス人材育
成研修事業「Project GloAkitabal」を
計６回にわたり開催し、延べ172名が参
加した。（５月12日～９月21日）
また、県内企業３社と学生が協働で企業
の課題解決に通年取り組んだほか、11月
からはＡＩＵデザインＬＡＢ「ビジョン
共創ワークショップ」（全５回）を開催
した。（11月３日～２月８日）
加えて、ＴＤＫが主催するアイデアソン
競技会に学生５名が参加した。発表・審
査及び競技会後の懇談の場にはアジア地
域研究連携機構の教員と連携研究員も出
席し、情報通信技術を生かした地方の経
済社会の再生・創生の可能性を具体的に
議論する機会とした。（２月14日）

【Project GloAkitabalの概要】
①研修内容の紹介とプログラムに取り組
　む参加者のチームビルディング

②消費者インサイトに基づく事業デザイ
　ンの意義の理解

③市場環境調査のフレームワークの理
　解、マーケット調査

④台湾・台北市とベトナム・ホーチミン
　市に渡航し、消費者インサイトの獲得
　とビジネスアイデアの妥当性の検証

⑤「社会人向け語学講座 English
　Village」の開催

⑥渡航研修の学びの棚卸しと今後のアク
　ションプランの明確化

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

アジア地域研究連携機構の研究
成果に基づき、海外展開を目指
す県内企業への支援や海外との
交流等に関する各種提言を行
う。
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自己評価

② ② 国内外の研究者や研究機関等と連携
し、多様なテーマのもと調査研究活動
を行うことにより、アジア地域をはじ
めとする様々な地域との交流や学際的
連携を拡大する。

○

③ ③ 海外との交流拡大に必要な人材の確保
を支援するため、社会人をＩＡＳＲＣ
の研究員として受け入れ、調査活動の
実施等を通じて育成していく。

○ 秋田魁新報社から記者（社会地域報道
部）を研究員として招聘し、秋田犬の
知名度を生かした台湾からの観光誘客
に関する調査研究を行った。（11月29
日～２月29日）

秋田県及び日本を基点とした調査・研究
活動を国内外の研究者や研究機関等と連
携して行い、学際的連携を深めた。

【研究実績】
・日本学術振興会「課題設定による先導
　的人文学・社会科学研究推進事業（実
　社会対応プログラム）」において、各
　班に分かれ調査を行った。

・日本の美術館・博物館・ギャラリーで
　のデジタルテクノロジー（ＶＲ、
　ＡＲ、ＡＩ）の浸透及びteamLabグ
　ループ等の現代アートの最先端の動き
　を代表するデジタルテクノロジー・
　アート　分野の研究調査を目的とし
　て、ポーランド・ポズナン経済大学博
　士課程在籍研究者兼写真家を秋田公立
　美術大学と協働で客員研究員として受
　け入れた。

・レディング大学講師を客員研究員とし
　て受け入れ、前年度に引き続き、秋田
　におけるクルーズ船の調査を行い、調
　査結果を機関誌「あきた経済」（秋田
　経済研究所発行）に寄稿した。

・国内外の研究者と協働し、「1st
　International Workshop on the
　Philosophy of Sake」を秋田市におい
　て開催した。

アジア地域に関する研究を更に
深めるため、新たに国内外の研
究機関等との連携により研究を
行う。

海外との交流拡大に必要な人材
の育成を支援するため、社会人
を研究員又は研修員として受け
入れる。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

自己評価

① ① 本学が開催する公開講座・公開授業、
特別講演会、ワークショップ等のほ
か、ＩＡＳＲＣを中心に実施する様々
なフォーラムやセミナーなどの情報も
含め、できる限り効果的な情報発信を
行い、多くの県民の参加が得られるよ
う努める。また、県生涯学習センター
や県内の教育機関・自治体などからの
要請に基づき、本学教職員を講師や委
員として派遣することにより、本学の
人的資源を効率的に活用した地域貢献
を促進する。

○

Ⅱ  地域貢献に関する目標を達成するための措置

３  地域社会への貢献 Ａ

（１）多様な学習機会の提供 Ａ

公開講座や公開授業を通じて、県民の知
的好奇心の向上や域活性化に貢献した。

【開催実績】
計24回、参加者延べ約1,528名
①小・中・高等学校教員のための英語指
　導法研修プログラム ハイブリッド

②英語指導法スキルアップ集中セミナー

③オンラインコース「流暢さ向上指導の
　ための視覚素材の使用」

④英語指導法スキルアップ集中セミナー

⑤英語指導法アドバンス・スキルアッ
　プ・ワークショップ

⑥英語指導法アドバンス・スキルアッ
　プ・ワークショップ

⑦公開講座「多様性を認める社会とは」
「データに隠された真実を見抜く方法」
「英国の領土紛争」

⑧公開講座「ＡＩＵクエスト：ＡＩＵ
　で英語を使って冒険の旅に出よう！」

⑨日本語学習支援ネットワーク会議2019
　in Akita「考えよう！ 日本語支援と
　地域のつながり」

⑩４大学連携事業「秋田を元気にする学
　生トークセッション」

⑪プログラミング教育ワークショップ
　～他教科との連携から～

⑫英語でプログラミングワークショップ

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

県民の知的好奇心の向上や地域
活性化に資するため、大学が有
する教育資源を活用した公開講
座等の開催や、県内各地への講
師派遣などに積極的に取り組
む。
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自己評価

⑬グローバルビジネス人材育成研修事業
　社会人向け語学講座「English
　Village」

⑭ＪＲ東日本寄付講座成果報告：かまく
　ら祭り調査に関するフィードバックと
　提案

⑮ＪＲ東日本寄附講座『遺産観光論』公
　開成果報告会

⑯学生公募プロジェクト：秋田若者活性
　化委員会　FROMPROJECT秋田（前期）
　最終報告会
 
⑰学生公募プロジェクト：秋田若者活性
　化委員会　FROMPROJECT秋田（後期）
　最終報告会

⑱学生公募プロジェクト：国際スカイプ
　交流教育プロジェクト
 
⑲1st International Workshop on
　the Philosophy of Sake

⑳日本語教育特別講演会＆ワークショッ
　プ「言語類型論－対照研究の知見を援
　用した日本語教育に向けて－」
　
㉑ジャズやスペイン音楽の影響を受けた
　19世紀後半から20世紀前半までのフラ
　ンス音楽

㉒クララ・シューマン生誕100年記念コ
　ンサート

㉓アニメ『攻殻機動隊』を哲学的視点で
　考える

㉔ＡＩとの共生-囲碁2019-

また、県内の教育機関や自治体、民間団
体等からの依頼に基づき、本学教職員を
講師として83回（延べ数）派遣した。ま
た、各種審議会・委員会等への就任依頼
に基づき、本学教職員が延べ51団体の委
員等の役職に就いた。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

② ② 図書館、ＬＤＩＣを広く県民に開放す
るとともに、県内高校生に対し拡大さ
れた利用時間を提供する。

○ 前年度に引き続き、図書館、言語異文
化学修センター（ＬＤＩＣ）を一般利
用者にも開放し、利用案内の配布や
ウェブサイト等により情報発信するこ
とで利用促進に努めた。
図書館では平日８：30～22：00、休日
10：00～18：00、年末年始以外は学外
の一般利用者を毎日受け入れたほか、
県内高校生が１年を通じて６：00から
22：00まで利用できる「高校生カー
ド」を発行し、300名の生徒の利用に
つながった。そうした取組により、県
民を含む入館者数は224,264人を超
え、学外年間利用登録者数は205名、
県民等への一般利用者館外貸出数は約
1,722冊となった。

③ ③ 「大学コンソーシアムあきた」からの
要請に基づき、引き続き本学教員が担
当するオムニバス形式による授業を提
供する。また、県内国公立４大学（秋
田、秋田県立、秋田公立美術及び本
学）の連携協定に基づく取組について
も引き続き参画し、県民の期待に沿う
企画の実施等に協力する。

○ 「大学コンソーシアムあきた」による高
大連携授業において本学の教員10名が
「国際教養学への招待」と題して授業を
前期５回、後期５回それぞれ提供し、県
内高校生が延べ248名参加したほか、同
機関が新たに実施した学生フォーラム
「ちいきとだんわとがくせいと」（１月
25日）において、本学から２学生団体が
参加し、地域交流活動等について発表を
行った。
・会場：カレッジプラザ
・参加者：約40名
加えて、県内４大学連携協定に基づく取
組として、令和元年度県内国公立４大学
連携協力事業「秋田を元気にする学生
トークセッション」（12月１日）が秋田
市内で開催され、本学の地域交流サーク
ル「AUWA／会う輪」を含む４団体がそれ
ぞれの活動について発表、紹介した。
・会場：カレッジプラザ
・参加者：約100名

図書館、言語異文化学修セン
ター（ＬＤＩＣ）やサテライト
センターを広く県民に開放する
とともに、多目的ホールなど本
学施設を利用した各種イベント
の実施や誘致を推進する。

高校生や一般県民の知的好奇心
の向上を支援するため、大学コ
ンソーシアムへの参画や４大学
協定（秋田大学、秋田県立大
学、秋田公立美術大学及び本
学）に基づき、高大連携授業や
公開講座等を実施する。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

☆ 数値目標
・公開講座等開催回数：10回以上／年

☆ 実績
・公開講座等開催回数：計24回／年

自己評価

① ① 社会人入試（１回）を実施し、社会人
を学生として受け入れる。

○ 社会人入試を実施し（受験者３名）、
１名を受け入れた。

② ② 県内企業等からの要請等に基づき、当
該企業の社員を主にＩＡＳＲＣの研究
員又は研修員等として受け入れ、社会
人としての能力・キャリア開発等に協
力する。

○ 秋田魁新報社から記者（社会地域報道
部）を研究員として招聘し調査研究を
実施したほか、ＡＩＵデザインＬＡＢ
では、秋田銀行と秋田銀行主催のあき
た未来塾に所属している若手経営者・
後継者を集めワークショップを５回開
催した。

社会人を対象とした入試を実施
し、学生として受け入れること
により、社会人の能力開発を進
める。

地域の人材育成を支援するた
め、社会人を研究員又は研修員
として受け入れる。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

 ☆ 数値目標
 ・公開講座等開催回数10回以上／
年

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（２）社会人の能力開発 Ａ
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自己評価

① ① 人口減少社会における少子・高齢化の
進行や人材不足、地域経済の停滞な
ど、本県が直面している諸課題を見据
えた調査研究や、地域の様々な観光資
源等を活用した振興策の研究・提言に
ついて、ＩＡＳＲＣが中心となり、引
き続き取り組む。

○ 秋田県が直面する諸課題や、施策を見据
えた調査研究に取り組み、地域の活性化
に貢献した。

【令和元年度に実施した調査研究】
①秋田経済研究所と協力し、秋田港に停
　泊するクルーズ船の外国人観光客を対
　象に、アンケート調査・分析を行っ
　た。（８月３日～１月31日）

②『世界の中の秋田蘭画』を秋田空港や
　千秋美術館などに配布し、文化遺産教
　育に寄与した。

③Googleマップの経路検索を発展させ、
　バス利用者が、自分が乗ろうとしてい
　るバスが今どこを走行しているかとい
　う情報を提供するバス位置情報を
　Googleマップで表示する実証実験を行
　った。

④県やにかほ市、秋田市からの委託によ
　り、日本語表記の案内看板を４カ国語
　（英・繁・簡・韓）翻訳したほか、
　ＱＲコードを活用したスマートフォン
　表示対応の外国語表記を行う業務を行
　い、実際にＱＲコードによる外国語表
　記を実施した観光施設や案内板などに
　おいて、外国人観光客等の反応に係る
　アクセス数調査等を実施し、報告を行
　った。

⑤大館市の観光について、新聞や紀要を
　通して提言する他、客員研究員の研究
　成果を共有した。

⑥訪日外国人の食の購買行動調査を行
　い、「インバウンド誘客アイデアセ
　ミナー」にて調査結果を県内の農林
　水産業や観光業などの関係者と共有
　した。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

アジア地域研究連携機構におい
て、本県が直面する課題や施策
を見据えた研究調査や、地域の
活性化に資する各種提言を行
う。

（３）地域活性化への支援 Ａ
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自己評価

② ② 自治体等からの要請に基づき、県内観
光地のモニターツアーなど地域の活性
化や課題解決に向けた取組に、引き続
き留学生や日本人学生等を派遣し、各
自治体を支援する。

○

自己評価

同窓生組織とつながりを持つ学生団体
「同窓会パイプ委員会」等の円滑な運
営への協力を通して、同窓生と在校生
との関係強化を支援する。
また、本学でのプログラムを修了し帰
国した交換留学生に対して、Facebook
を通じてネットワーク化を推進すると
ともに、本学や秋田県の情報を発信す
る。

○ 学生団体「同窓会パイプ委員会」等が
同窓会と密に連絡をとり、年間8回の
学内イベントを開催し、同窓会
Facebookの更新を行った。
また、本学のプログラムに参加中及び
帰国した短期留学向けFacebookでは、
令和元年度は大学の学内イベントや地
域貢献事業などについての英語の記事
が56件投稿され、延べ784件の「いい
ね」、34件のシェア、22件のコメント
が国内外、在校生、卒業生、学外を問
わず寄せられた。

学生や留学生の活用により、地
域課題の解決に向けて自治体等
が実施する取組への支援を行
う。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

留学生を含む同窓会組織のネッ
トワーク化を推進するととも
に、その活用等により、大学や
秋田県関係の情報発信の充実を
図る。

観光モニターツアーに交換留学生を含
む学生を計７回派遣したほか、意見交
換会への参加等を通じて地域活性化の
取組を支援した。

【観光モニターツアー】
・仙北市観光モニターツアー　２回
・国土交通省　留学生モニターツアー
（秋田市内道の駅）　１回
・大館市農家民泊体験　３回
・留学生モニターツアー（森吉山、
　田沢湖）　１回

【観光に関する意見交換会、ヒアリン
グ調査】計３回派遣
・国土交通省　外国人ヒアリング調査
（角館武家屋敷）　１回
・公共施設意見交換会（北欧の杜公
　園、小泉潟公園、生態系公園、天
　王グリーンランド）　２回

（４）国内外への情報発信 Ａ

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

自己評価

① ① 大学経営会議、教育研究会議をそれぞ
れ10 回程度開催し、的確かつ迅速に
大学の意思決定を行う。なお、大学経
営会議委員の変更時、必要に応じて各
委員の担当業務等の見直しを検討す
る。

○ 大学経営会議、教育研究会議をそれぞ
れ10回、12回開催したほか、必要に応
じて書面審議を実施し、迅速な意思決
定を行った。また、新たな委員の着任
時に担当業務の見直し等を審議した。

② ② 大学経営会議、外部評価委員会及び
トップ諮問会議の委員については、引
き続き世界の高等教育に関して高い見
識を持つ外国人を起用する。

○ 大学経営会議、トップ諮問会議及び外
部評価委員会の委員に世界の高等教育
に関して高い見識を持つ外国人を起用
した。また、トップ諮問会議委員につ
いては８月31日の任期満了に伴い、再
任を含めた選出・手続きを行った。

③ ③ ア　県内外の有識者で構成される
　トップ諮問会議については、適切
　な時期に個別に委員を訪問して大
　学運営に対する助言や提言を求め
　ることとし、機動的・効率的な運
　営に努める。

○ 任期の更新に伴い、委員の互選による
議長の選出が必要となることから、11
月に大学において会議形式での第15回
トップ諮問会議を開催し、カリキュラ
ム改革や新学生宿舎整備事業について
進捗状況を報告するとともに、それら
の取組についての意見収集を行った。

イ　学生生活委員会、学生寮会議、
　学生宿舎会議等を通じ、学生の意
　見を聴取するとともに、大学の意
　向を的確に学生に伝える。

○ 学生生活委員会を５回、学生寮会議と
学生宿舎会議を各学期それぞれ１回開
催した。学生生活委員会では、学生が
提案したこまち寮規則の変更に係わる
審議や、学生会会則改定への助言等を
通して、大学の意向や姿勢を学生に伝
えることができた。また、同委員会で
承認された「先生方との懇談会」「ダ
イバーシティーウィーク」等の学生会
企画・主催のイベントは、教職員を積
極的に巻き込む形で実施された。その
結果、大学側が学生の意見や課題を把
握することができた。

（１）組織運営 Ａ

大学経営会議及び教育研究会議
の定例的な開催と機動的運営に
より、的確かつ迅速な大学の意
思決定を行う。

世界各国の高等教育の動向を見
据えた意思決定を行うため、学
内の主要な機関、委員会におい
て、世界の高等教育に関して高
い見識を持つ外国人の参画を確
保する。

各種委員会組織の活動を強化す
るとともに、大学構成員や本学
関係者からの意見、アイデアを
大学運営に反映させる体制を充
実する。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

Ⅲ　業務運営の改善に関する目標を達成するための措置 Ａ

１　組織運営の効率化及び大学運営の改善 Ａ
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自己評価

ウ　学生会との定期的なミーティン
　グを通じ、学生の要望の把握に努
　めるとともに、適宜、大学と学生
　との意見交換の場を設けるなど双
　方向のコミュニケーションを図
　る。

○ 学生会との定期的なミーティングを、
計35回実施し、学生の要望の把握につ
とめた。また、学生会主催の企画「先
生方との懇談会」（計２回実施）の開
催をサポートすることで、学長、副学
長をはじめとする教職員と、学生が双
方向のコミュニケーションを図れる機
会を設けた。

エ　保護者の会の役員会、各地で開
　催する地区別懇談会のほか、同窓
　会ホームカミング等に学長等が参
　加することで、保護者の意見を聴
　取し、大学運営へ反映させる。

○ 毎年６月に全国で実施する保護者の会
地区別懇談会へ学長又は副学長が出席
し、学生の課外活動支援に係る助成金
制度の策定等の保護者からの要望及び
意見を把握し、学内で調整を行った。
さらに、より保護者からの要望等を把
握できるよう、保護者の会懇談会を新
たに秋季に開催した。

オ　学部生、大学院生及び短期留学
　生から学生生活に関する満足度調
　査を実施し、その結果を大学運営
　に反映させる。

○ 短期留学生には各学期末、学部生及び
大学院生には年１回調査を実施し、回
答への呼び掛けを積極的に行ったとこ
ろ、全ての調査において前年度よりも
高い回答率となった。また、業務改善
につなげる為、新たに過去３年間の回
答状況推移を整理し、今年度の調査結
果とあわせて、全職員への共有を図っ
た。そうした満足度調査の結果を踏ま
え、次年度における寮及び宿舎の設備
の不具合や衛生環境の改善に向けて取
り組んだ。

④ ④ スーパーグローバル大学創成支援事業
推進会議を定期的に開催し、同事業の
適切な進行管理を行うほか、関係教職
員間での意見交換・情報共有を行うこ
とにより、同事業の着実な実施を推進
する。

○ 年間10回程度開催される教育研究会議
と日程を合わせ、スーパーグローバル
大学創成支援事業推進会議を実施し、
事業の進捗に係る情報共有、意見交換
及び意思決定を行った。また、事務局
担当者による定例会議を実施し、予算
の執行や教員との連携方法について適
宜協議を行った。

スーパーグローバル大学創成支
援事業の着実な推進を図るた
め、新たに当該事業に関する推
進会議を設置し、事業の進行管
理を行う。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

① ① 自己点検・評価や県地方独立行政法人
評価委員会による評価結果について
は、役員と教職員が共通認識を持った
上で適宜、検証・協議等を行い、業務
内容等の改善につなげる。

○ 自己点検・評価を実施したほか、県地
方独立行政法人評価委員会による評価
を受審し、委員会から一層の努力が必
要とされた点については改善するよう
に努めた。加えて、スーパーグローバ
ル大学創成支援事業に係る外部評価や
国内の大学で初めて受審した国際共同
認証評価の認証プロセスにおいて、業
務や組織・運営の改善について自己評
価委員会や大学経営会議で協議を行っ
た。

② ② これまでに訪問した海外大学の情報等
を基に見直しを行った教員評価制度を
実施する。

○ 教員評価ポリシー（Faculty
Personnel Policies）を平成31年４月
１日付で改正して、評価様式と合わせ
て学内情報管理システムＡＴＯＭＳに
掲示し、教員に周知した。また、本年
度中の教員評価を、改正後のポリシー
により実施した。

③ ③ 授業に対する評価、学生満足度調査そ
の他の学生による評価、調査等を実施
し、その結果を大学運営の改善につな
げる。

○ 毎学期の授業に対する評価、大学の教
育プログラムに対する卒業時調査、学
生満足度調査をはじめとする学生によ
る各種評価・調査・アンケート結果
を、教育研究会議及び大学院運営委員
会で報告・共有し、大学運営の改善に
繋げた。学生向けには、「授業アン
ケート週間」と題し、メールや電子掲
示板を活用して意識向上を図った。

（２）大学運営の改善 Ａ

自己点検・評価や県地方独立行
政法人評価委員会等の外部評価
に基づき、業務内容や組織の改
善を着実に実施する。

新たに海外の大学・機関の協力
を得て、教育課程、教育方法、
学生支援、内部質保証などを含
む大学の運営体制の検証・見直
しを実施する。

学生による各種評価、調査、ア
ンケート結果を大学運営へ反映
するシステムの充実を図る。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

① ① 常勤の教職員の募集は広く国内外から
の公募を原則とし、その人員計画につ
いては、留学生を含めた学生の総数、
質の高い少人数教育の実現、教育カリ
キュラムの改善等に柔軟に対応した教
職員の配置を行う。また、職員につい
ては、課室を超えた業務分担と人員配
置の検討を行うなど、総人件費の抑制
に引き続き努める。

○ 教員の採用については、退職や定年、
令和３年度からの新カリキュラムに向
けた教員数の確認、設置基準上の必要
教授数等を大学執行部で共有して決定
した方針に基づき、世界公募により実
施した。
また、職員の配置については全国公募
により採用を進めたほか、「働き方改
革」関連法令をベースに、時間外労働
の上限規制や年次休暇取得の義務化に
ついて説明して職員の理解を得つつ、
適正な業務分担や人員配置について考
慮しながら、総人件費の抑制に努め
た。

② ② 大学独自の評価制度に基づく教職員の
年俸制を維持するとともに、教員につ
いては任期制及びテニュア制を維持す
る。

○ 大学独自の評価制度と年俸制度を常勤
の全教職員を対象に継続した。また、
教員については任期制及びテニュア制
を維持した。

③ ③ 教員について、ＦＤ活動を計画的に実
施するとともに、サバティカル制度な
どの各種研修制度の利用促進のため、
引き続き制度の周知等に努める。

○

（３）人事管理 Ａ

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

常勤の教職員の募集は広く国内
外からの公募を原則とし、その
人員計画については、留学生を
含めた学生の総数、質の高い少
人数教育の実現、教育カリキュ
ラムの改善等に柔軟に対応した
教職員の配置を行う一方、人件
費の抑制に努める。また、職員
の確保については、県の派遣職
員縮減計画を踏まえ、計画的に
推進する。

教職員の能力を最大限有効に活
用するため、大学独自の評価制
度に基づく教職員の年俸制を維
持するとともに、教員について
は任期制及びテニュア制を維持
する。

教員について、ＦＤ活動を計画
的に実施するとともに、サバ
ティカル制度などの研修制度の
充実を図る。

策定した年間計画に基づき、計７回のＦＤ
を実施し、延べ342名の教職員が参加した。
令和元年11月に行われたFDリトリートにお
いて、サバティカル制度や特別研修制度に
ついて説明と周知を行った。
 
【実施した主なＦＤ】
・学部ＦＤ＆ＳＤリトリート：
　教職員79名参加）
・大学院ＦＤリトリート：
　教職員19名参加
・ＦＤデイ：教職員65名参加
・その他テーマ別ＦＤ：教職員179名参加
　テーマ：
　Update on Curriculum Reform,
　Effectively Engaging the Present
　Generation of Students in Class,
　Confirmation and Discussion of
　Revised Faculty Evaluation
　Procedures, Pilot Module Progress
  Reports 　計７回（教職員342名参加）
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自己評価

④ ④ 教員の資質向上のため、海外提携校等
との間で教員の交流を実施する。

○ 海外大学からの教員招聘、及び海外大
学への講師派遣、国際協働ＰＢＬを通
して、海外の教育事情や情報の共有な
どに取り組んだ。

⑤ ⑤ 教職員に共通する課題の克服や、求め
られる知識及び技能の習得に係るス
タッフ・ディベロップメント（ＳＤ）
の企画・実施、その他必要な取組を計
画的に実施する。また、外部団体等が
行う各種研修の情報収集と教職員への
積極的な情報提供により、研修への参
加を促進するほか、職員のジョブ・
ローテーションを適宜実施する。な
お、大学職員を対象とした外部団体に
よる研修プログラムに新たに登録し、
ＳＤ企画運営面の向上を図るととも
に、参加意欲の醸成に努める。

○ 引き続きスタッフ・ディベロップメン
ト（ＳＤ）に係る年度計画を策定し、
県自治研修所や他大学等で開催される
各種研修会に加え、今年度から導入し
た外部団体による研修プログラム等を
活用しながら職員が業務を遂行する上
で必要な知識の習得に関する研修への
参加を促した。（延べ参加教職員346
名）このうち、学内において開催した
外部講師による危機管理シミュレー
ション研修には、学長、副学長をはじ
め教職員64名が参加したほか、事務局
管理職向けにハラスメントに係る研修
を実施し、対象者のうち12名が参加し
た。

自己評価

自己評価

① ① 新学生宿舎及びこまち寮の改修等に向
けて、所要の手続きを進めていくほ
か、整備内容や家賃の設定等について
引き続き検討を進める。

○ 新学生宿舎については、学内ワーキング
グループで整備内容等を検討し、アドバ
イザリー契約を結んだコンサルタントの
助言を受けながら、建設から維持管理・
運営業務までを含め、民間資金を活用す
るＰＦＩ事業として発注事務手続きを進
め、３月に優秀提案者が設立した特別目
的会社とＰＦＩ事業契約（27年間）を締
結した。また、こまち寮の改修について
は、他の学生宿舎を含めて建物劣化診断
を実施し、修繕箇所を把握するととも
に、県と大規模修繕に要する費用負担に
ついて協議した。新学生宿舎の事業費算
定においては、既存宿舎の家賃水準を
ベースに、学生に過度な負担とならない
ような家賃設定とした。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

教員の国際性の向上や能力開発
を図るため、一定数の教員の海
外交流を継続して実施する。

職員について、ＳＤ（スタッ
フ・ディベロップメント）活動
を計画的に実施するとともに、
職員の本学の授業の受講や学外
組織が実施する研修への参加を
促進する。

Ⅲ　業務運営の改善に関する目標を達成するための措置

２　財務内容の改善 Ａ

（１）財政基盤の強化 Ａ

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

教育内容の充実や教育環境の整
備等の状況に応じて、学生寮の
家賃等の大学が徴収する料金に
ついて適正な金額に設定する。

58



自己評価

② ② 外部資金の確保
ア　学内において、国の科学研

究費助成事業に関する説明会
を実施するなど、組織的な取
組により、外部競争資金や受
託事業を確保する。

ア　科学研究費に関する学内説明会や
外部研究資金に関する情報提供を効率
的に実施するほか、教職員を学外の研
修会に派遣するなどして、教員による
競争的資金や受託事業の獲得を支援
し、研究内容の充実・拡充を図る。

○ 科学研究費助成事業を含む外部競争資
金公募の情報を随時、メールや掲示板
等で周知した。また、科研費採択率向
上に向けた取り組みとして、７月に東
京で開催された科研費獲得対策セミ
ナーに教員１名を派遣し、10月上旬に
当該教員による学内研修会を行った結
果、令和２年度の科研費助成事業へ14
名の教員が研究代表者として申請した
ほか、15名の教員が研究分担者として
申請するなどの成果につながった。

【令和元年度競争的外部資金採択額】
・科学研究費助成事業
　15,416,000円（29件）
・その他外部研究費
　6,904,934円（３件）

イ　同窓会、保護者会、企業等
との交流を通じ本学支援者の
拡大を図り、寄附金収入を確
保する。

イ　大学独自の奨学金の財源等とする
ため、広く企業、保護者等に働きか
け、寄附金収入の確保に引き続き努め
る。また、教育力強化、奨学金、キャ
ンパス整備、キャリア形成活動費等の
財源とするため、開学20周年記念事業
についても、企業、保護者、卒業生、
在学生等に働きかけ、寄附を募る。

○ 入学式等本学が主催するイベントや企
業訪問などの機会を活用し、保護者、
卒業生、県内外の企業等に対して寄附
に関する協力依頼を行った。開学20周
年記念事業寄附金については、ＷＥＢ
ページ及びパンフレットにより周知す
るとともに、同窓会のネットワークを
活用し、卒業生・保護者等に対して寄
附の依頼を行った。

【奨学寄附金実績】
3,031,000円（22件）
【開学20周年記念寄附金実績】
4,962,020円（62件）

外部資金の確保
ア　本学の支援者の拡大を図

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

① ① 業務内容や事務手続の点検・見直しを
行うとともに、外部委託により費用対
効果の向上が見込まれる業務について
は積極的に委託化を推進する。

○ 各事業の費用対効果を個別に精査した
上で、予算編成に適切に反映したほ
か、経常的経費の見直しを行うなど、
より効率的な事務執行及び予算執行に
努めた。

② ② 機器更新の際には積極的に省エネル
ギー機器を導入するほか、新たな削減
方法を検討する。また、教職員に対
し、省エネルギー啓発を積極的に行
い、光熱水費の削減に努めるほか、低
コスト印刷機を優先的に使用するな
ど、経費削減に取り組む。

○ 照明器具や電化製品等の機器更新にあ
たり省エネルギー対応としたほか、教
職員に消灯や空調の温度管理を周知す
るなど、節電に取り組んだ。また、低
コスト印刷機の優先利用と両面印刷を
推奨するなど、経費節減に取り組ん
だ。

自己評価

自己評価

① ① 本学が行う自己点検・評価と法人評価
上の業務等実績報告に係る自己点検・
評価において、整合性を持って実施
し、本学の教育・研究活動及び組織運
営について合理的・効率的な検証を行
う。

○ 県地方独立行政法人評価委員会による
評価や大学独自の自己点検・評価に加
え、公益財団法人大学基準協会が試行
した国際共同認証評価を受審し、国内
の大学として初めて認証を得た。

自己点検・評価を毎年実施する
とともに、県地方独立行政法人
評価委員会や認証評価機関によ
る評価を実施する。

（１）自己点検評価等 Ａ

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

業務内容や事務手続の点検・見
直しを行うとともに、外部委託
により費用対効果の向上が見込
まれる業務については委託化を
推進する。

事務的経費の一層の節減を実施
する。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（２）経費の節減 Ａ

Ⅲ　業務運営の改善に関する目標を達成するための措置

３　自己点検評価等の実施及び情報公開 Ａ
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自己評価

② ② 海外大学の協力を得て、学生支援につ
いて大学の運営体制の検証・見直しを
行う。また、新たな教員評価制度を導
入するほか、これまでに得た海外大学
における様々な情報を引き続き参照
し、より効果的な教員人事制度への反
映・導入方法等を検討する。

○ 米国のジョージタウン大学、ディキン
ソン大学、ウィリアムアンドメアリー
大学に本学の調査団（副学長、学生部
長、学生課長、チームリーダー）を派
遣し、学生支援サービスについて調査
した。調査で得られた知見を11月のＦ
Ｄ・ＳＤで共有し、ディスカッション
を行った。
また、平成29年度の海外大学視察以
降、改善に取り組んでいる教員人事制
度については、教員の評価者（課程長
等）との議論を行い、昇任委員会への
外部委員の追加、評価様式の改訂等の
評価プロセスの改善を図った。
加えて、令和元年度は、スーパーグ
ローバル大学創成支援事業を主眼に置
いた外部評価を実施した。

自己評価

① ① 大学のウェブサイトや広報物により、
大学運営に関する計画、学生の確保に
関する情報、財政状況、教育研究活
動、県地方独立行政法人評価委員会や
認証評価機関等による各評価結果その
他の大学に関する情報を適切に公開す
る。

○ ウェブサイトや広報物を通じ、教育活
動や本学の運営に関する情報を迅速か
つ適切に公開したほか、学外からの照
会等に対しても迅速に対応した。加え
て、新型コロナウイルス感染症の拡大
を受けて、専用のウェブページを通じ
て迅速かつ積極的な危機管理広報を行
い、受験生、在学生、及びその保護者
に対する情報提供に努めた。

② ② 本学の地域貢献活動等について、ウェ
ブサイト、各種広報物等による情報発
信及びマスメディアへの情報提供を積
極的に行う。また、新たに広報動画を
制作し、より効果的な情報発信を行
う。

○ 本学の地域貢献活動を取りまとめたパ
ンフレット「2018年度（平成30年度）
英語教育・国際交流・地域連携活動」
を6,700部作成し、県内の自治体をは
じめ、各教育機関や地域交流活動参加
者に配布したほか、本学ウェブサイト
にも掲載した。
また、地域貢献活動に係る情報、実績
を可能な限り本学ウェブサイトで情報
発信するとともに、開催概要等を随時
記事として掲載した。

大学経営等の状況、教育研究活
動、中期計画の進捗状況、自己
点検・評価、外部評価結果等に
ついて、ホームページ等により
積極的に情報を公開する。

本学の地域貢献活動等に関する
情報発信を強化するため、ホー
ムページの充実やマスメディア
に対する情報提供を積極的に行
う。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

新たに海外の大学・機関の協力
を得て、教育課程、教育方法、
学生支援、内部質保証などを含
む大学の運営体制の検証・見直
しを行うとともに、本学のスー
パーグローバル大学創成支援事
業の外部評価を中期計画期間中
に２回（平成28年度・令和元年
度）実施する。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（２）情報公開 Ａ
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自己評価

自己評価

イ　留学中の本学学生の安全を確保
　するため、提携大学及び学生との
　連絡を密に行うとともに、学生の
　危機管理意識の向上を図るため、
　留学前の教育・指導を強化する。
　また、最新の危機管理情報を学生
　に提供するため、外務省や危機管
　理会社を通じて収集した情報の周
　知徹底に努める。一方、職員に対
　しては海外危機管理に関するシ
　ミュレーション形式のリスクマネ
　ジメント研修を実施する。

○ 留学中の全学生に対して月に１回安否確認
を実施したほか、突発的な事件や事故、自
然災害発生時には、提携先大学と連携して
学生の安全確保に努めると同時に必要なア
ドバイスを行った。また、香港のデモが発
生した際には、提携先大学や危機管理会社
と連携し、留学中の学生を帰国させて全員
の無事到着を確認したほか、新型コロナウ
イルスの感染拡大を受けて提携先大学や危
機管理会社と連携し、留学中の学生に帰国
するように指示して帰国までの安全確認を
実施した。
加えて、留学前の学生に対して、外務省や
在外公館、危機管理会社から入手した情報
を速やかに周知したほか、必修授業である
「留学セミナー」全15回中２回を専門家に
よるリスク管理の講義に充てた。特に、
ケーススタディに重点を置き、学生自身が
主体的に考え学ぶ機会を与え、有事の際に
は瞬時に的確な判断や行動ができるよう訓
練した。
職員に対しては海外危機管理に関するシ
ミュレーション形式のリスクマネジメント
研修を実施した。

Ⅲ　業務運営の改善に関する目標を達成するための措置

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

４　その他業務運営に関する事項 Ａ

（１）安全等管理体制の充実 Ａ

① 学生と教職員の安全を確保する
ため、リスク管理に関する基本
的指針や個別対応マニュアルに
基づき、安全管理体制の充実を
図るとともに、定期的な研修や
訓練を実施する。

① ア　リスクマネジメント実施要綱に
　基づき、アクションプランを策
　定・実行し、各種リスクの点検・
　評価を行う。また、事務局内のリ
　スク管理に対する意識を高めるた
　め、改訂した危機対応マニュアル
　の周知を図るほか、ＳＤ及びＦＤ
　の一環としてのリスクマネジメン
　ト研修を実施し、本学全体のリス
　ク管理体制等について確認する。

○ リスクマネジメント実施要綱に基づき、リ
スクマネジメント委員会においてアクショ
ンプランを策定し、委員への中間報告も行
いながら、リスク管理に努めた。また、そ
うした取組について、年度末に委員に最終
報告を行ったほか、本学におけるリスク一
覧について、最新情報に基づき更新した。
加えて、フィールドワーク中の事故を想定
した危機管理シミュレーション研修を学内
で開催し、改訂版危機管理マニュアルに基
づき対応したことで、リスク管理体制の検
証・見直しをおこなった。
そのほか、新型コロナウイルス感染拡大な
ど、アクションプランにない現実的なリス
クに対しては、直ちに緊急対策本部を立ち
上げる等、機動的に対応した。

62



自己評価

② ② 産業医、看護師による健康指導を行う
ほか、感染症（インフルエンザ、ノロ
ウィルス等）の蔓延を防ぐために、感
染症の防止及び発生時の対応に必要な
情報を周知徹底に努める。また、2019
年４月から実施する学内全面禁煙化を
契機に、喫煙リスクに関する注意喚起
を改めて行う。

○ 令和元年４月１日より学内全面禁煙化を
実施し、新任教員や新入生向けオリエン
テーションで周知を図ったほか、４月か
ら11月までの間、職員が持ち回りで週１
回の学内見回り、状況確認と注意喚起を
行った。
また、定期健診、インフルエンザ予防接
種、時間外勤務やストレスレベルの
チェックを計画どおり実施したほか、イ
ンフルエンザ予防接種に係る大学からの
補助を実施し、接種者の負担を軽減した
ことで、受診者の拡大を実現した。
加えて、新型コロナウイルスの国内・海
外での感染拡大に伴い、教職員に対し、
次の対策を実施した。

【新型コロナウイルスの感染拡大に伴う
対策の概要】
・感染症の注意喚起、予防行動の指示
・風邪症状等ある場合に指定様式によ
　る報告義務を課し、出勤を控えるよ
　う指導
・自身又は家族の感染が疑われる場合
　は、指定のセンターへ相談し、大学
　に報告するよう指導
・学内施設の消毒や換気等の実施
・希望者がテレワークを実施できる体
　制の整備
・体調不良者への受診支援
・感染対策のための衛生資材の配布
・出張・旅行に関する基準や注意事項
　の策定と実施

学生及び教職員の健康に関する
管理体制の充実を図るととも
に、産業医、看護師による健康
指導など、健康管理のための取
組等を実施する。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

① ① ア　施設整備の維持管理を適切かつ
　効率的に行うとともに、本学長期
　修繕計画に基づき、老朽化した施
　設整備の改修・更新を計画的に行
　う。

○ 目視等による日常点検及び定期点検の
実施や、維持管理業者との連絡体制を
密にすることで、施設・設備の不具合
箇所の早期発見と早期修繕に努めた。

イ　建物及び設備について劣化診断
　を行い整備箇所の把握に努めると
　ともに、本学施設管理計画に基づ
　き、施設の維持管理を適切かつ効
　率的に行う。また、今後のキャン
　パス整備に必要な手続きを進めて
　いく。

○ 不具合箇所の早期発見と早期修繕に努
めたほか、建物及び設備の劣化診断を
計画的に実施し、修繕箇所の把握、実
施年度の検討や概算費用の算出等を行
うなど、今後のキャンパス整備に向
け、施設管理計画の個別施設計画の策
定準備を進めた。

② ② ア　学内のＩＣＴ関連システムの更
　新時期を整理し、計画的に更新を
　進める。

○ 耐用年数を経過した統合認証システ
ム、ＤＮＳ／ＷＷＷサーバ、ＩＴ教室
管理システム、ＩＴ教室プリンタの
サーバ・システムを更新した。
耐用年数を経過したノートＰＣ及び
ディスプレイ等約90台、教室のプロ
ジェクタスクリーン等について12教室
分を更新した。

イ　図書館の図書、資料等を有効に
　活用するため、電子リソースを横
　断的に検索できるディスカバリー
　サービスを含む図書システムの円
　滑な利用を支援する。

○ 印刷物や蔵書に加え、本学が契約する
電子データベースやジャーナル等も網
羅した検索・閲覧システムが安定的に
稼働できるよう、図書館スタッフをは
じめ教職員及び学生へ技術的な支援を
行った。

（２）教育研究環境の整備 Ａ

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

施設管理規程に基づき、施設設
備の維持管理を適切かつ効率的
に行うとともに、老朽化した施
設整備の改修、更新を行う。

ＩＣＴ関連システムの整備を計
画的に実施する。
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自己評価

ウ　大学事務システムを中心とした
　情報一元化とその情報をより活用
　できる環境づくりを推進するとと
　もに、デジタルデバイスの利用の
　更なる推進を図る。

○ 前年度運用を開始した留学派遣受入シ
ステムを含む大学事務システムを効果
的に活用するため、担当職員に対する
対面教育を実施したほか、給与管理シ
ステムの耐障害性向上を図った。さら
に、職員を対象としたMicrosoft
Officeソフトウェアのオンライン講習
を実施した。
また、学生相互の学習サポートプログ
ラムを支援するシステムを更新し、か
つ本学の運用に合わせたカスタマイズ
を行った。

自己評価

① ① サーバ室及び管理棟について、入退室
ログの定期的な点検を実施する。

○ サーバ室については常時、管理棟事務
局については受付時間外にそれぞれ自
動施錠し、ＩＣカード認証ゲートによ
り入退室状況を記録・点検した。臨時
入室者用カードについては台帳と所持
者の総点検を実施した。サーバ室は監
視カメラ録画の実施を開始している。

② ② 教職員を対象に情報セキュリティ研修
を１回以上実施する。

○ 教職員に対し、定期的に情報セキュリ
ティに係る情報をメールで配信したほ
か、県警察本部の協力による講習会と
訓練を実施した。加えて、職員及び外
部業務委託先職員等100名に対するオ
ンライン研修及び教員等を対象とした
情報セキュリティに関する講義によ
り、情報セキュリティ教育の充実を
図った。

③ ③ 情報システムについて、システムによ
る常時監視のほか、月１回程度の定期
的な総括点検を実施する。

○ 集中管理システムにより各端末及び
ネットワークのセキュリティ状況を常
時把握したほか、毎日定時に異常通報
メールをレビューし、即座に対応する
運用を行った。

（３）情報セキュリティ対策の強化 Ａ

情報システムを保護するための
物理的なセキュリティ対策を強
化する。

情報システム利用者への教育等
により人的セキュリティ対策を
強化する。

情報システムを保護するため、
不正アクセスの防止及びコン
ピュータウィルス対策等の技術
的セキュリティ対策を強化す
る。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

① ＳＤ活動、ＦＤ活動などの機会を活用
して、法令等の改正内容の周知、法令
遵守の徹底に努める。

○ 「働き方改革」に連動して、学内規程
を改正し、時間外労働の上限や年次休
暇の強制取得について職員向け説明会
を4月に実施したほか、複数のメール
発信により教職員への周知を行った。
また、７月の教授会において、兼業に
関するルールについてのプレゼンを行
うなど、ＦＤ・ＳＤの日程に左右され
ず機動的に周知・徹底を図った。

② 新入生オリエンテーション、学生寮会
議、学生宿舎会議等の学生が集まる機
会を活用し、飲酒、薬物使用等に関す
る法令遵守の徹底やハラスメントの防
止ガイドライン等の周知を図るととも
に、学内外におけるマナー改善につい
て意識付けを行う。

○ ４月と９月の新入生オリエンテーショ
ン時に飲酒や薬物使用に関する法令遵
守、及びハラスメント防止に関する教
育・指導を行った。また、県警察本部
の協力を得て、年２回、薬物乱用防止
広報車「みちびき号」を学内へ迎え入
れ、脱法薬物防止のキャンペーンを実
施したほか、学生が閲覧できるよう、
ＡＴＯＭＳ掲示板に法令遵守のページ
を新たに作成した。加えて学内外にお
けるマナーについては、学生課より
メールで注意喚起を適宜実施するだけ
でなく、学生会やＲＡと共有し、学生
の自発的な改善を促すとともに職員に
よる学内見回りを週２回行い、学生へ
の直接指導も行った。

（４）コンプライアンスの徹底 Ａ

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

ＳＤ活動、教員及び学生に対す
る説明会等を通じ、法令やガイ
ドライン等の遵守を徹底させ
る。
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自己評価

自己評価

１  予算

　　　平成28年度～令和３年度 　令和元年度 　令和元年度
（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

　施設整備補助金 　施設整備補助金
　積立金繰入 　積立金繰入

　教育研究経費 　教育研究経費
　人件費 　人件費
　一般管理費 　一般管理費
　受託研究等経費 　受託研究等経費
　資産整備費 　資産整備費

収
　
　
入

収
　
　
入

収
　
　
入

Ⅳ　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 Ａ

支
　
　
出

支
　
　
出

支
　
　
出

　受託研究等経費 180 21 23
　資産整備費 99 14 12

計 13,169 計 2,236 計 2,272

　教育研究経費 2,294 460 402
　人件費 8,376 1,315 1,236
　一般管理費 2,220 426 599

　施設整備補助金 0 0 0
　積立金繰入 0 0 188

計 13,169 計 2,236 計 2,366

　受託研究等収入 180 　受託研究等収入 21 　受託研究等収入 34
　文部科学省等
　補助金収入

64
　文部科学省等
　補助金収入

68

　  授業料等収入 4,770 　　授業料等収入 784 　　授業料等収入 730
　　その他収入 1,979 　　その他収入 328 　　その他収入 307

　運営費交付金 6,240 　運営費交付金 1,039 　運営費交付金 1,039
　自己収入 6,749 　自己収入 1,112 　自己収入 1,037

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

区　　　　　　　分 金　　　額 区　　　　　　　分 金　　　額 区　　　　　　　分 金　　　額
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自己評価

　　　平成28年度～令和３年度 　令和元年度 　令和元年度
（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

　費用の部 　費用の部 　費用の部
　　教育研究経費 　　教育研究経費 　　教育研究経費
　　受託研究等経費 　　受託研究等経費 　　受託研究等経費
　　人件費 　　人件費 　　人件費
　　一般管理費 　　一般管理費 　　一般管理費
　　減価償却費 　　減価償却費 　　減価償却費

　　財務費用
　　資産整備費
　収益の部 　収益の部 　収益の部
　　運営費交付金収益 　　運営費交付金収益 　　運営費交付金収益
　　授業料等収益 　　授業料等収益 　　授業料等収益
　　受託研究等収益 　　受託研究等収益 　　受託研究等収益

    補助金等収益     補助金等収益
　　寄附金収益 　　寄附金収益 　　寄附金収益
　　資産見返負債戻入 　　資産見返負債戻入 　　資産見返負債戻入
　　雑益 　　雑益 　　雑益
　純利益 　純利益 　純利益
　積立金取崩額 0 　積立金取崩額 　積立金取崩額
　総利益 0 　総利益 　総利益

２  収支計画

0 0 -27
0 114
0 87

54 20 10
300 50 24

1,925 308 295

4,770 784 730
180 21 25

64 56

2
9

13,379 2,272 2,161
6,150 1,025 1,021

8,376 1,315 1,236
2,220 426 487
300 50 45

13,379 2,272 2,187
2,294 460 394
180 21 23

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

区　　　　　　分 金　　額 区　　　　　　分 金　　額 区　　　　　　分 金　　額
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自己評価

　　　平成28年度～令和３年度 　令和元年度 　令和元年度
（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

　資金支出 　資金支出
　　業務活動による支出 　　業務活動による支出
　　投資活動による支出 　　投資活動による支出
　　財務活動による支出 　　財務活動による支出

　資金収入 　資金収入 　資金収入
　　業務活動による収入 　　業務活動による収入 　　業務活動による収入
　　　運営費交付金収入 　　　運営費交付金収入 　　　運営費交付金収入
　　　授業料等収入 　　　授業料等収入 　　　授業料等収入
　　　受託研究等収入 　　　受託研究等収入 　　　受託研究等収入
　　　寄附金収入 　　　寄附金収入 　　　寄附金収入

      補助金等収入 　　　補助金等収入
　　　積立金繰入収入 　　　積立金繰入収入 　　　積立金繰入収入
　　　その他収入 　　　その他収入 　　　その他収入
　　投資活動による収入 　　投資活動による収入 　　投資活動による収入
　　　運営費交付金収入 　　　運営費交付金収入 　　　施設費補助金収入
　　　施設費補助金収入 　　　施設費補助金収入 　　　積立金繰入
　　　積立金繰入 　　　積立金繰入 　　　その他収入
　　財務活動による収入 　　財務活動による収入 　　財務活動による収入

　　　長期借入れによる収入

３  資金計画

0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

1,925 308 298
90 0 2
90 0 0

180 21 24
54 20 8

64 64
0 0 0

13,043 2,236 2,145
6,150 1,039 1,039
4,770 784 712

　　　次期中期目標期間への繰越金 0 　　 次期中期目標期間への繰越金 0 　　 次期中期目標期間への繰越金 0

13,169 2,236 2,147

　　業務活動による支出 13,070 2,222 2,123
　　投資活動による支出 99 14 80
　　財務活動による支出 0 0 40

区　　　　　　　　　分 金　　額 区　　　　　　　　　分 金　　額 区　　　　　　　　　分 金　　額
　資金支出 13,169 2,236 2,243

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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自己評価

自己評価

○

自己評価

自己評価

○なし

Ⅴ  短期借入金の限度額 -

なし なし

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

運営費交付金等の受け入れの遅延等に
対応するため、短期借入金の限度額を
１億円とする。

短期借入金の限度額を１億円と設定。
借入れの実績はない。

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

運営費交付金等の受け入れの遅延
等に対応するため、短期借入金の
限度額を１億円とする。

Ⅵ  重要な財産の譲渡等に関する計画 -
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自己評価

自己評価

○

映像音響設備等更新 6,461
学生寮備品更新 5,189
学生宿舎設備改修 22,250
学生寮・学生宿舎鍵交換 4,946

講義棟等備品更新 12,927
講義棟等設備改修 13,345
管理棟設備改修 3,355
建物劣化調査 6,050
ＩＣＴ関係設備更新・改修 22,633

カフェテリア備品更新等 1,858
カフェテリア食品庫改修 1,100
公用車等更新・修理 5,828
公用車ガレージ等改修 3,556
構内駐車場等整備 7,920

総額
143,639

防災備品更新 189
防災設備改修 16,005
学生会館備品更新 3,960
学生会館設備改修 6,067

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績

（単位：千円）
整備の内容 執行額

Ⅶ  剰余金の使途 Ａ

剰余金は、教育研究の質の向上、
組織運営及び施設設備の改善を図
るための経費に充てる。

剰余金については、「剰余金の使途の
取扱いに関する覚書」に基づき使途計
画を策定し、教育研究の質の向上、組
織運営及び施設整備の改善を図るため
の経費に充てる。

秋田県から承認を受けた目的積立金
366,964千円のうち、143,639千円を取
り崩し、以下のとおり教育研究の質の
向上、組織運営及び施設設備の改善を
図るための経費に充てた。
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自己評価

自己評価

○

整備の内容

積立金は、教育研究の推進及び学
生生活の充実を図るための施設、
設備、備品等の整備に関する経費
に充てる。

積立金については、使途計画を策定
し、教育研究の推進及び学生生活の充
実を図るための施設、設備、備品等の
整備に関する経費に充てる。

秋田県から承認を受けた前中期計画期
間からの繰越金69,703千円のうち、
43,926千円を取り崩し、以下のとおり
教育研究の推進及び学生生活の充実を
図るための施設、設備、備品等の整備
に関する経費に充てた。

Ａ

（単位：千円）
執行額
総額
43,926

構内施設改修 6,617

講義棟備品更新 866
図書館照明設備更新 4,400

カフエテリア空調機器更新 4,994
学生宿舎設備更新 2,939
ＩＴ教室管理システム更新 9,790
ＯＡ機器等更新 10,910
ネットワーク機器更新 495

構内通路等改修 2,915

Ⅷ  法第40条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

中　　期　　計　　画　　の　　項　　目 年　度　計　画　の　項　目 年　度　計　画　に　係　る　実　績
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